
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
お
け
る
十
二
支
の
年
始
変
容
に
つ
い
て
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ー
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
十
二
支
考
1
1
1

諌

早

庸

一

【
要
約
】
　
十
三
世
紀
初
頭
の
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
は
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
甚
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
一
方
で
侵
入
者
が
こ
の
文
化
圏
に
特
有
の
イ
ラ

ン
的
要
素
か
ら
受
け
た
影
響
も
ま
た
大
き
い
。
こ
う
し
た
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
の
相
互
作
用
を
十
二
支
と
い
う
「
と
き
扁
か
ら
検
討
す
る
。

こ
の
世
界
に
お
け
る
十
二
支
は
当
初
、
中
国
軍
の
年
始
で
あ
る
立
春
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
十
二
支
の
始
ま
り
は
や
が
て
、
当
時
は
春
分
に
あ
た

っ
て
い
た
イ
ラ
ン
の
門
と
き
」
の
始
ま
り
で
あ
る
ノ
ウ
ル
ー
ズ
へ
と
移
動
す
る
。
年
始
変
容
の
所
以
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
に
イ
ラ
ン
の
行
政
官
た
ち
が
、

支
配
者
で
あ
る
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
の
十
二
支
を
、
自
ら
が
徴
税
に
用
い
て
い
た
ハ
ー
ン
暦
と
同
じ
春
分
年
始
の
も
の
と
し
て
理
解
し
た
こ
と
に
あ
っ

た
。
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
の
「
と
き
扁
で
あ
っ
た
十
二
支
は
、
イ
ラ
ン
の
「
と
き
」
の
始
ま
り
と
結
び
つ
き
、
広
く
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
の
人
々
の

門
と
き
」
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
事
実
は
、
両
者
が
係
わ
り
合
っ
た
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
行
政
構
造
が
、
文
化
接
触
に
果
た
し
た
役
割
を
物
語
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
一
巻
三
号
　
工
O
O
八
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

十
三
世
紀
初
頭
の
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
は
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
甚
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
そ
の
影
響
は
政
治
・
文
化
の
領
域
に
広
く
及
ん

だ
。
そ
も
そ
も
こ
の
文
化
圏
が
拡
大
し
、
イ
ラ
ン
・
中
央
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド
に
ま
た
が
る
広
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
契
機
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

国
に
お
い
て
ペ
ル
シ
ア
語
が
公
用
語
的
な
地
位
を
占
め
た
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
侵
入
し
た
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
の
側
も
ま
た
、
こ
の
文



ペルシア語文化圏における十：：支の年始変容について（諌早）

化
圏
に
固
有
の
イ
ラ
ン
的
要
素
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
期
以
降
の
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
て
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
の
相
互
作
用
は
極
め
て
重
視
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
幾
多
の
研
究
を
生
み
出
し
て
き
た
。

　
本
論
は
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
の
混
渚
を
「
と
き
」
の
観
点
か
ら
見
る
試
み
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
期
以
前
に
近
世
ペ
ル
シ

ア
語
で
書
か
れ
た
文
献
、
特
に
宮
廷
史
家
の
手
に
な
る
文
献
の
殆
ど
は
、
日
付
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
と
き
」
で
あ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
を
用
い
て
い

③た
。
そ
の
状
況
が
こ
の
時
代
に
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
暦
の
出
現
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
期
は
、
「
と
き
」
の

観
点
か
ら
見
て
も
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
の
一
大
転
換
期
と
奮
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
「
と
き
」
の
中
で
も
、
本
論
で
は
特
に
十
二
支
に
注
目
す
る
。
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
お
い
て
「
と
き
」
も
ま
た
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル

と
イ
ラ
ン
と
の
斜
掛
を
反
映
し
、
変
容
し
て
い
く
。
そ
れ
を
如
実
に
表
す
の
が
、
十
二
支
な
の
で
あ
る
。
十
二
支
は
、
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
の
中

で
は
「
テ
ユ
ル
ク
年
（
G
つ
似
一
－
一
6
口
吋
露
）
」
や
「
テ
ユ
ル
ク
暦
（
6
習
託
6
¢
蒔
同
）
」
、
「
モ
ン
ゴ
ル
年
（
G
。
鯛
＝
竃
轟
窪
）
」
と
呼
び
表
さ
れ
、
十
三
世
紀

の
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
以
降
に
こ
の
言
語
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
十
二
支
は
当
初
、
中
国
暦
法
に
則
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
暦
の
年
表
記
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
の
文
化
圏
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
当
然
十
二
支
は
中
国
暦
の
年
始
に
あ
た
る
立
春
よ
り
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
は
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
お
い
て
い
っ
か
ら
か
一
ヶ
月
半
ほ
ど
年
始
を
後
退
さ
せ
、
当
時
は
春
分
に
あ
た
っ
て
い
た
、
イ
ラ
ン
の
「
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

き
」
の
始
ま
り
で
あ
る
ノ
ウ
ル
！
ズ
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
の
「
と
き
」
で
あ
っ
た
十
二
支
が
、
イ
ラ
ン

の
「
と
き
」
の
始
ま
り
で
あ
る
ノ
ウ
ル
ー
ズ
に
年
始
を
置
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
が
も
た
ら
し
た
十
二
支
を
、
イ

ラ
ン
側
は
自
ら
の
「
と
き
」
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
く
。
こ
の
よ
う
な
文
化
受
容
の
過
程
や
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
テ
ユ
ル

ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
の
文
化
接
触
の
諸
相
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。

　
後
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
先
行
研
究
か
ら
、
十
二
支
の
年
始
の
変
容
の
解
明
に
と
っ
て
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
が
非
常
に
重
要
な
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

代
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
（
＝
二
七
〇
一
一
五
〇
七
年
）
は
、
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
以
降
に
進
行
し
た
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
化

圏
に
お
け
る
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
の
混
清
が
、
特
徴
的
な
形
で
現
れ
る
王
朝
で
あ
る
。
例
え
ば
、
王
朝
の
創
始
者
テ
ィ
ム
ー
ル
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十二支 テユルク語 モンゴル語

ネズミ年 SIこqan qulqana

ウシ年 亘d hukar

トラ年 bars bars

ウサギ年 tawi首q言n tawlay

タツ年 luy 1uy

ヘビ年 τ1an
煎9ay

ウマ年 yUnt mUrTn

ヒツジ年 qUy q丘yin

サル年 b艶Tn bl乙ln

トリ年 taqUq

イヌ年 It

ブタ年 tankHz

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
成
功
は
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
の
軍
事
力
と
イ
ラ
ン
定
住
民
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
済
力
と
の
交
錯
に
帰
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
歴
史
的
・
文
化
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
置
は
「
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
」
と
「
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
文
化
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
交
差
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
に
お
け
る
両
者
の
混
渚
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
解
明
な
点
が
多
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
具
体
的
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
習
法
で
あ
る
ヤ
サ
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
法
で
あ
る
シ
ャ
リ
ー
ア
と
の
関
係
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
者
が
複
雑
に
関
わ
り
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
王
朝
の
行
政
機
構
の
問
題
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
、
重
要
な
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
を
困
難
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
る
主
な
要
因
は
、
史
料
の
偏
り
に
あ
る
。
我
々
に
残
さ
れ
た
こ
の
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
史
料
の
ほ
と
ん
ど
が
ム
ス
リ
ム
知
識
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

彼
ら
に
馴
染
み
の
無
い
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
的
要
素
は
そ
の
中
に
お
い
て
影
の
薄
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
両
者
の
混
渚
を
見
る

た
め
の
素
材
が
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
側
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
本
論
は
よ
り
具
体
的
に
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
期
に
お
け
る
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
の
混
清
の
諸
相
を
「
と
き
」
と
い
う

新
た
な
観
点
か
ら
見
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
同
朝
史
研
究
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
を
も
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
と
き
」

は
歴
史
叙
述
に
必
須
な
要
素
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
と
き
」
を
表
す
十
二
支
は
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
的
要
素
で
あ
り
な
が
ら
も
、
史
料
に
継

続
し
て
記
さ
れ
る
。
十
二
支
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
比
較
的
多
く
の
材
料
か
ら
混
濡
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
十
二

支
を
追
う
こ
と
で
混
浦
の
諸
相
を
垣
間
見
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
研
究
に
新
た
な
視
座
を
提
供
し
た
い
。

　
な
お
、
本
論
で
扱
う
十
二
支
と
は
、
中
国
で
用
い
ら
れ
る
数
記
号
で
は
な
く
、
ネ
ズ
ミ
、
ウ
シ
、
ト
ラ
、
ウ
サ
ギ
、
タ
ツ
、
ヘ
ビ
、
ウ
マ
、
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ヒ
ツ
ジ
、
サ
ル
、
ト
リ
、
イ
ヌ
、
ブ
タ
と
い
っ
た
十
二
の
動
物
で
も
っ
て
一
周
期
を
形
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
と
き
」
を
表
す
も
の
の
こ
と

で
、
数
表
記
の
十
二
支
と
区
別
し
て
十
二
獣
環
な
ど
と
呼
び
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
の
中
で
十
二
支
は
、
右
の
表
の
よ
う

に
、
テ
ユ
ル
ク
語
彙
も
し
く
は
モ
ン
ゴ
ル
語
彙
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
名
の
後
に
テ
ユ
ル
ク
語
で
「
年
」
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

味
す
る
琶
が
付
さ
れ
る
。

ペルシア語文化圏における十こ支の年始変容について（諌早）

本
論
で
使
用
し
た
主
要
史
料
の
略
称
は
以
下
の
通
り
（
右
が
本
文
中
の
略
称
、
左
が
引
用
中
の
略
称
で
あ
る
）
。

　
　
『
テ
ユ
ル
ク
諸
語
集
成
撫
ζ
接
ヨ
巳
囚
線
曽
員
b
§
ミ
執
腎
督
牒
ミ
肖
建
逃
・

　
　
．
閑
似
砥
鱒
拶
尾
甲
壁
O
。
。
一
ヨ
導
（
貯
O
鶴
ヨ
ω
■
）
噂
b
ぎ
ミ
ミ
嵩
奮
職
、
艦
－
智
ミ
黄
〉
降
詫
賃
ρ
H
り
り
ρ

　
　
『
イ
ル
ハ
ー
ン
天
文
表
睡
Z
簿
峰
寧
U
冒
自
・
甲
↓
O
鈴
ミ
砲
建
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
．
目
O
o
ロ
劉
巨
9
0
曽
貯
O
O
護
肉
μ
・

　
　
　
O

　
　
『
集
史
蝕
寄
踏
ユ
寧
O
剛
鵠
勾
践
憎
≧
莚
げ
瓢
僧
臼
曽
魯
鼻
鳶
ミ
焼
、
ミ
ー
建
ミ
軸
轟
◆

　
　
．
閑
⇔
鰹
儀
・
閣
9
⇒
毒
砥
騨
戸
］
≦
菊
p
。
≦
伽
餌
戸
即
］
≦
幽
竃
O
ω
P
≦
剛
（
①
鳥
ω
シ
鳶
ミ
N
瓢
寝
㍗
寄
ミ
織
糞
℃
心
＜
O
す
↓
子
吋
鱗
戸
お
刈
G
◎
＼
δ
り
や
⑩
9

　
　
隅
勝
利
の
書
（
シ
ャ
ー
ミ
ー
）
騙
憲
魅
ヨ
鋤
7
U
ヨ
ω
倒
日
剥
寒
、
聰
ミ
ミ
野

　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
・
の
9
1
毎
劉
目
薗
縄
①
5
閏
曾
↓
⇔
¢
Φ
尽
塞
き
帖
鳶
豪
勇
ら
ミ
ミ
黛
鴨
欝
賄
儀
偽
§
ミ
N
鳴
ミ
ミ
嚇
帖
ミ
帖
妹
ミ
“
鳴
N
ミ
ざ
“
ミ
ミ
§
》
貸
、
尋
勘
ミ
織
職
§
貯
ミ
N
黛
竃
6
職
携
黛
織
織
ミ
ミ
跳

　
　
恥
篭
愚
註
ミ
隷
禽
ミ
賎
§
ミ
§
牒
触
宰
㍗
ミ
。
・
q
勘
憶
導
嵐
b
口
§
軸
§
野
畑
蔦
駄
鴨
奪
軋
冨
曽
、
鏑
8
ヨ
Φ
H
・
勺
圏
9
。
ぴ
9
ρ
H
⑩
Q
Q
刈
e

　
　
『
ム
イ
ー
ン
史
選
臨
ζ
ロ
ぎ
帥
閂
－
U
冒
2
鋤
＄
⇔
N
8
1
さ
§
鳳
§
S
ミ
ー
寄
§
ミ
理
窪
き
へ
、
§
凹

　
　
．
2
9
σ
齢
拶
瓢
嫡
則
－
》
口
寓
炉
鰍
．
b
餐
ぴ
凶
7
穿
味
ミ
臥
竜
歯
軸
賎
き
ミ
貯
瀞
》
貸
“
貸
㍗
ミ
q
賢
、
隷
謙
－
賊
臨
調
博
帖
ミ
＄
蕊
ミ
甦
ミ
鳴
織
漂
瀞
ミ
斡
§
こ
℃
弓
跨
感
戸
δ
㎝
8

　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
『
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ
デ
イ
i
）
』
G
っ
髪
臥
9
。
窄
O
冒
．
》
盲
団
震
負
寒
こ
ミ
ミ
§

　
　
．
畷
暫
国
⊆
同
・
．
b
げ
び
鋤
の
訓
竃
¢
骨
帥
ヨ
日
p
。
α
．
〉
げ
σ
鋤
鶏
（
Φ
伽
シ
奪
、
も
ミ
§
鼻
b
⊃
＜
⊆
ω
．
↓
膨
愚
コ
」
Φ
α
刈
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
．
顧
麟
N
篇
劉
d
門
鎚
謬
ぴ
帥
①
メ
〉
■
賓
℃
冤
潤
α
⇔
畠
”
扇
§
亀
も
匙
◎
む
緊
誕
．
》
§
竃
ミ
q
。
0
3
Q
喬
S
§
－
鳶
§
δ
目
鋤
日
隅
。
国
8
お
刈
N
．
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『
歴
史
精
髄
魅
朝
鑑
母
〉
寓
ρ
9
轟
§
味
緊
寄
“
・
受
ミ
理
－
帖
窪
冨
ミ
愚
ミ
凹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
．
口
鉾
二
目
麟
調
0
5
国
e
躍
瀞
合
員
。
×
鶉
恥
縣
ミ
蕊
儀
霧
6
ミ
ミ
怨
勲
爵
職
僑
建
§
⑪
ミ
§
四
§
二
四
ミ
魯
奪
ミ
ミ
篭
§
廿
織
、
罫
貸
§
R
職
碧
G
り
画
§
剛
職
駐
Q
6
織
田
寝
職
織
軌
識
O
醤
的

　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
鴨
篭
愚
註
ミ
融
禽
§
馬
9
＆
§
艦
黛
－
㍗
ミ
ミ
肉
、
導
－
軌
婁
軸
ミ
蒔
軸
ミ
N
白
片
寒
丸
＼
奪
、
き
8
ヨ
Φ
口
’
℃
冠
9
0
び
餌
一
り
㎝
O
・

　
　
．
瓢
鯛
陰
N
娠
9
毛
鋤
自
が
ω
節
《
県
議
内
⇔
B
蹴
掴
p
o
ご
Q
り
P
《
《
筐
痢
節
≦
鋤
餅
（
①
α
シ
§
忘
§
～
ミ
ー
§
ミ
ミ
、
§
矯
癖
〈
鼠
ρ
8
二
野
鋤
戸
同
Q
◎
◎
o
O
＼
卜
⊃
O
O
H

　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
『
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ュ
レ
ゲ
ン
天
文
表
漏
霞
轟
b
d
Φ
⑰
Q
、
趨
丸
⑦
ミ
ミ
謡
劉
良
O
笥
簿
ミ
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
・
d
剛
當
時
頃
O
砂
舜
－
の
似
陛
＝
O
♂
野
℃
・
国
〉
■
ω
価
融
＝
O
び
ぎ
、
磯
ミ
㌔
斡
ミ
ミ
防
織
霧
ミ
ミ
霧
影
壁
ミ
ミ
ミ
職
ミ
ミ
防
儀
．
O
黛
、
ミ
砧
－
b
づ
郵
悶
村
国
P
門
島
詳
、
H
⑩
り
○
◎
「
（
賦
璽
の
r
℃
隔
月
ω
噛
岡
。
◎
心
刈
）

　
　
．
d
一
銅
時
⇔
⇔
①
瞬
－
實
9
じ
d
O
繕
①
富
類
ぴ
筈
同
曽
胤
団
㎝
心
◎
◎
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ハ
サ
ン
集
史
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臼
且
寧
U
冒
頃
器
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買
ぴ
．
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．
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帖
蜜
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験
似
r
即
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似
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①
α
シ
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篤
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蜜
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⑩
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バ
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切
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〇
〇
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ヨ
⇔
謬
笥
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臼
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層
墨
旨
§
丸
臥
詠
魯
ミ
練
G
o
＜
O
δ
、
閏
『
p
o
巳
駄
償
二
”
H
⑩
り
ω
・
（
臣
N
ω
一
こ
○
巴
O
¢
詳
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困
◎
o
刈
卜
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刈
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ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
紀
隔
H
路
鴛
審
穏
し
d
㊦
ぴ
q
6
帽
碁
臼
餅
登
智
＼
皇
考
凶
貯
篭
N
鳥
ミ
髭
男
き
魯
凹

　
　
・
房
貯
帥
謬
篇
帥
層
・
譲
餌
び
即
a
》
譲
倒
村
（
Φ
貸
）
、
寄
壕
理
丸
誠
ミ
§
昏
唖
爲
隻
冥
護
鋤
魎
貸
恥
斜
b
o
く
O
囲
ω
噛
↓
重
液
鋤
戸
H
ω
㎝
O
＼
ド
⑩
口
囲
も
b
O
．

①
近
藤
信
彰
「
イ
ラ
ン
，
ト
ゥ
ラ
ン
，
ヒ
ン
ド
ー
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
の
発
展
と
　
　
し
て
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
に
加
え
て
［
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
的
要
素
」
と
「
イ
ラ
ン

　
変
容
扁
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
1
4
　
イ
ス
ラ
ー
ム
・
環
イ
ン
ド
洋
世
界
1
6
－
1
8
世
　
　
　
　
　
文
化
」
を
挙
げ
て
い
る
［
安
藤
志
朗
「
王
朝
と
ス
ー
ブ
イ
ー
　
　
ジ
ャ
ー
ム
の
シ

　
紀
㎞
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
〇
年
）
、
九
三
一
九
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
イ
フ
の
場
合
」
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
撫
四
一
（
～
九
九
四
年
）
、
一
頁
］
。
モ
ン

②
安
藤
は
十
三
世
紀
以
降
の
東
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
史
を
動
か
し
た
フ
ァ
ク
タ
ー
と
　
　
ゴ
ル
の
ア
ミ
ー
ル
と
イ
ラ
ン
の
ワ
ズ
ィ
…
ル
に
よ
る
こ
の
文
化
圏
の
統
治
の
あ
り
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ペルシア語文化圏における十二支の年始変容について（諌早）

　
様
を
描
い
た
オ
バ
ン
は
、
こ
の
相
互
的
な
影
響
を
門
二
重
の
異
文
化
受
容

　
（
α
O
口
σ
一
①
　
騨
O
O
⊆
同
け
二
「
甲
仲
一
〇
口
）
」
と
表
現
す
る
［
》
信
ぴ
【
P
旨
き
ミ
誌
ミ
§
鷺
、
賜
ミ

　
ミ
N
誌
鷺
お
§
恥
§
ミ
句
冷
賜
、
§
§
嵩
譜
、
ぎ
ら
ミ
隠
馬
ミ
識
§
’
℃
㌶
ジ
一
㊤
り
切
も
．
£
。

　
元
朝
中
国
と
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
イ
ラ
ン
と
の
文
化
交
流
（
o
葺
引
戸
Φ
蓉
冨
轟
①
）

　
は
、
オ
ル
セ
ン
に
よ
っ
て
医
術
・
農
業
・
天
文
学
と
い
っ
た
様
々
な
文
化
要
素
か

　
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
［
〉
罵
ω
①
鐸
β
6
．
．
9
ミ
ミ
鴨
§
ミ
O
§
嶋
ミ
防
こ
濤
§
帯

　
頓
ミ
肉
ミ
箋
賞
2
①
ξ
網
。
蒔
’
卜
。
O
O
昌
。

③
実
際
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
化
以
後
も
イ
ラ
ン
の
地
で
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
以
外
の
暦

　
が
使
わ
れ
続
け
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
期
イ
ラ
ン
の
暦
に
つ
い
て
は

　
［
，
8
＞
．
罎
囚
鵠
．
．
、
憲
鴨
島
ミ
鴇
N
愚
禽
ミ
貸
ミ
。
変
織
ミ
～
〉
愈
ミ
肉
織
ミ
§
轟
”

　
い
Φ
置
①
戸
く
。
嵩
9
ち
り
。
。
も
O
』
9
幽
①
ω
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
　
も
ち
ろ
ん
中
国
麿
は
太
陰
太
陽
暦
で
あ
る
た
め
、
正
月
一
日
と
立
春
と
が
合
致

　
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
年
始
は
立
春
で
は
な
く
、
「
立
春
の
こ
ろ
」
に
あ

　
る
。
正
確
に
言
え
ば
漢
代
以
降
、
中
国
暦
の
年
は
冬
至
を
含
む
月
の
翌
々
月
か
ら

　
始
ま
っ
て
い
た
［
薮
内
清
噸
歴
史
は
い
つ
始
ま
っ
た
か
隔
中
央
公
論
社
（
一
九
八

　
○
年
）
、
七
六
一
七
七
頁
］
。
し
か
し
本
論
で
は
便
宜
上
、
中
国
暦
に
則
っ
た
十
二

　
支
の
年
始
を
立
春
と
表
現
す
る
。
中
国
暦
法
に
関
し
て
は
［
薮
内
清
『
中
国
の
天

　
文
暦
法
隔
（
増
補
改
訂
）
平
凡
社
（
一
九
九
一
年
）
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
霜
主
ジ
ャ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
マ
リ
ク
シ
ャ
ー
に
よ

　
っ
て
施
行
さ
れ
た
、
西
暦
一
〇
七
九
年
を
暦
元
と
す
る
ジ
ャ
ラ
～
リ
ー
暦
が
春
分

　
を
年
始
と
し
て
以
降
、
イ
ラ
ン
の
「
と
き
」
の
始
ま
り
で
あ
る
ノ
ウ
ル
…
ズ
は
春

　
分
に
固
定
さ
れ
た
［
，
O
｝
〉
い
〉
い
回
．
．
▼
§
糟
く
島
b
o
篇
り
①
㎝
も
．
ω
り
Q
◎
］
σ

⑥
本
論
の
年
代
表
記
は
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
／
西
暦
の
順
で
あ
り
、
「
／
」
記
号
な
し

　
に
用
い
ら
れ
る
年
代
は
特
に
明
記
の
無
い
限
り
西
暦
と
な
っ
て
い
る
（
た
だ
し
引

　
用
部
・
文
献
表
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。

⑦
間
野
英
二
『
申
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
隔
講
談
社
（
一
九
七
七
年
）
、
一
六
八
頁
。

⑧
加
藤
和
秀
桝
テ
ィ
ー
ム
ー
ル
朝
成
立
史
の
研
究
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

　
（
一
九
九
九
年
）
、
三
二
九
頁
。

⑨
こ
れ
に
関
し
て
は
、
川
口
が
「
テ
ィ
ム
ー
ル
と
ヤ
サ
」
と
題
す
る
論
考
で
、
テ

　
ィ
ム
ー
ル
期
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
［
川
口
琢
司
噸
テ
ィ
ム
ー
ル
帝
国
支
配
者
層

　
の
研
究
』
北
海
道
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
七
年
）
、
一
六
六
－
一
八
四
頁
］
。

⑩
議
論
の
～
端
を
［
川
口
N
O
O
ぶ
＝
Φ
山
霜
（
コ
．
δ
）
｝
ζ
き
N
、
φ
円
㌔
ミ
竃
き
、
ミ
軌
・

　
§
⇔
§
ミ
葡
災
喧
§
§
§
ミ
弐
、
ミ
ミ
き
O
帥
ヨ
耳
賦
α
q
ρ
卜
。
O
O
メ
9
■
刈
甲
G
。
O
］
か

　
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

⑪
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
料
の
執
筆
者
及
び
彼
ら
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
一
四
三
〇

　
年
に
没
し
た
ハ
ー
フ
イ
ズ
イ
・
ア
プ
ル
ー
ま
で
は
ウ
ッ
ズ
の
論
考
［
ミ
o
o
匹
ω
．

　
一
両
‘
．
．
↓
9
箆
ω
Φ
o
囲
ゴ
ヨ
臼
乙
頸
ω
8
脱
δ
ぴ
Q
村
昌
ぴ
績
．
．
魑
冒
ミ
、
ミ
、
ミ
〉
愈
ミ
穿
鷺
ミ

　
⑦
ミ
ミ
舞
軽
①
＼
b
。
」
㊤
Q
。
メ
O
ロ
．
Q
。
甲
δ
G
。
］
を
、
シ
ャ
ー
ル
フ
期
以
降
に
つ
い
て
は
マ

　
ン
ツ
の
論
考
，
H
。
。
ω
器
ω
o
囲
ω
o
霞
。
Φ
ω
舜
ρ
コ
仙
駕
ω
8
臨
。
α
Q
冨
0
7
賓
．
．
［
ζ
窪
N
さ
。
O
O
ぶ

　
お
尚
。
。
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑫
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
名
の
表
記
に
は
バ
リ
ア
ン
ト
が
存
在
す
る
。
稀
に

　
鍮
霞
悪
説
（
ネ
ズ
ミ
年
）
の
よ
う
に
、
ペ
ル
シ
ア
語
彙
で
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ

　
る
［
鼠
U
O
Φ
臥
Φ
び
O
．
．
↓
ミ
愛
心
O
ぎ
ミ
ミ
ミ
ミ
寒
、
蹄
ぎ
肉
、
鳴
ミ
§
貯
執
ミ
冬
愚
ミ
ー

　
笥
恥
9
§
、
ミ
譜
、
富
物
s
軸
§
、
ミ
、
し
。
ミ
き
諺
勘
ミ
磁
ミ
蒔
ミ
紺
、
ミ
嚇
§
も
偽
越
腎
ぎ
℃
・
Q
鴨
－

　
宥
ミ
辻
占
嶋
§
、
、
§
唱
㊤
ミ
．
ミ
、
§
N
織
ミ
，
さ
、
帽
ミ
§
ー
ミ
ミ
§
嚇
ミ
馬
、
ミ
§
鍵
鼻
芝
δ
。
・
－

　
げ
等
長
．
｝
㊤
①
し
。
山
¢
謡
レ
＜
、
や
ト
。
ま
］
。

⑬
本
論
で
用
い
た
『
イ
ル
ハ
ー
ン
天
文
表
』
と
『
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ュ
レ
ゲ
ン
天

　
文
表
㎞
の
写
本
は
、
矢
野
道
雄
氏
が
収
集
な
さ
っ
た
も
の
で
あ
り
［
亀
矢
野
道

　
雄
『
イ
ス
ラ
ム
精
密
科
学
史
資
料
収
集
㎞
（
平
成
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研

　
究
成
果
報
告
書
）
一
九
九
七
年
、
十
九
頁
一
、
そ
れ
を
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
複
写

　
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
、
謝
意
を
表
す
。

⑭
ウ
ル
グ
・
ベ
ク
の
名
で
叙
述
さ
れ
た
こ
の
天
文
表
は
、
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ

　
て
い
る
［
o
h
ω
8
器
畷
Ω
〉
’
、
詮
誌
篤
§
い
§
ミ
、
ミ
偽
、
鳥
ミ
。
・
ミ
ミ
軌
亮
、
§
ミ
6
ミ

　
動
ミ
q
§
b
。
些
6
㎝
。
。
も
ウ
Φ
刈
ふ
。
。
］
。
本
論
で
は
最
も
古
い
年
代
記
で
の
言
及
に
従
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い
同
轡
を
『
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ュ
レ
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ン
天
文
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。
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第
一
節
　
十
二
支
の
導
入
と
変
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
十
二
支
の
起
源
は
不
明
確
な
が
ら
、
中
国
北
方
の
草
原
地
帯
に
お
い
て
六
世
紀
に
強
盛
と
な
っ
た
突
厭
が
十
二
支
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
確

実
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
っ
て
十
二
支
が
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ザ
ン
に
よ
る
テ
ユ
ル
ク
の
「
と
き
」
に
つ
い
て
の
優
れ
た
論
考
の
中
で
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
再
記
す
る
こ
と
は
し

な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
は
中
国
暦
に
則
っ
た
立
春
年
始
の
十
二
支
を
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
伝
え
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
以
下
で
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
暦
に
則
っ
た
立
春
年
始
の
十
二
支
が
、
そ
の
中
で
年
始
を
春
分
へ
と
変
容
さ
せ
て
い

く
様
子
を
記
す
。
ま
ず
モ
ン
ゴ
ル
が
イ
ラ
ン
に
立
て
た
王
朝
で
あ
る
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
（
一
二
五
六
1
一
三
三
六
年
1
）
の
史
料
で
は
十
二
支
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

始
が
立
春
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
同
王
朝
史
料
に
記
載
さ
れ
る
十
二
支
を
研
究
し
た
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
論
考
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、

イ
ル
ハ
ー
ン
朝
史
料
に
お
い
て
十
二
支
が
使
わ
れ
る
場
面
の
ほ
と
ん
ど
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
階
層
の
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

十
二
支
が
実
際
に
イ
ラ
ン
の
地
で
モ
ン
ゴ
ル
に
使
わ
れ
て
お
り
、
歴
史
家
た
ち
も
彼
ら
の
口
伝
に
拠
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る

冒
Φ
護
竃
硲
鐸
。
。
呂
。
立
春
に
あ
た
る
年
始
に
は
テ
ユ
ル
ク
語
と
ペ
ル
シ
ア
語
の
合
成
で
も
っ
て
巨
象
き
ひ
q
露
営
鱗
と
表
現
さ
れ
る
新
年
祭

が
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
っ
て
祝
わ
れ
て
い
緬
・
そ
の
事
実
を
袈
に
表
す
の
が
藁
豊
の
以
下
の
記
述
で
あ
る
・

　
　
　
ア
フ
マ
ド
は
、
ク
ン
ク
ル
タ
イ
や
ア
ル
グ
ン
た
ち
の
企
み
を
知
り
、
新
年
祭
（
警
笛
廷
碧
『
q
髪
冠
§
至
剛
）
前
の
或
る
日
、
自
分
の
婿
で
あ
っ
た
ア
リ
ナ
ク

　
　
　
の
家
に
行
っ
た
。
そ
し
て
彼
に
指
示
し
た
結
果
、
彼
は
翌
日
早
朝
に
ク
ン
ク
ル
タ
イ
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
ク
ン
ク
ル
タ
イ
を
捕
ら
え
、
ア
フ
マ
ド
の
許



ペルシア語文化圏における十二支の年始変容について（諌早）

　
　
　
に
達
れ
て
来
た
。
六
八
二
年
シ
ャ
ウ
ワ
ー
ル
月
二
十
六
日
（
｝
二
八
四
年
　
月
十
七
日
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ナ
ク
は
ア
フ
マ
ド
に
言
っ
た
。

　
　
　
　
「
ス
ル
タ
ー
ン
は
心
安
ら
か
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
が
ア
ル
グ
ン
を
も
同
じ
よ
う
に
生
け
捕
り
に
し
て
御
前
に
連
れ
て
き
ま
し
ょ
う
」
と
。
ア

　
　
　
フ
マ
ド
は
ア
リ
ナ
ク
に
恩
賞
を
与
え
、
十
分
置
庇
護
を
加
え
、
尊
重
し
、
軍
隊
を
委
ね
た
。
翌
日
、
サ
ル
年
の
初
め
の
新
年
祭
の
早
朝
（
ぴ
9
1
巨
ユ
鑑
占

　
　
　
腎
帥
冨
嵩
5
Φ
q
鵠
似
旧
識
剛
ω
9
。
巴
占
ω
糊
駕
げ
隷
冒
以
還
、
ア
ッ
ラ
ー
ン
の
カ
ラ
バ
ー
グ
に
お
い
て
ク
ン
ク
ル
タ
イ
の
こ
と
を
片
付
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舅
9
。
踏
鳥
－
図
β
。
≦
9
員
目
。
。
。
。
山
麟
q
本
田
一
り
¢
H
“
瞳
甲
ぬ
①
］

　
こ
の
記
述
か
ら
「
サ
ル
年
の
初
め
新
年
祭
」
が
一
二
八
四
年
一
月
一
八
日
に
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
期
日
は
、
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
中
国
の
官
暦
で
あ
っ
た
授
時
暦
の
甲
申
の
年
始
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
i
朝
史
料
で
あ
る
『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
紀
』
の
著
者
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
・
ベ
ク
は
、
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
の
治
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（
一
五
八
七
1
＝
ハ
ニ
九
年
）
に
つ
い
て
記
す
第
二
巻
の
冒
頭
で
、
第
二
巻
の
一
年
を
「
テ
ユ
ル
ク
年
」
す
な
わ
ち
十
二
支
で
行
な
う
と
宣
言
し
、

そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
も
し
歴
史
家
た
ち
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
の
慣
習
で
も
っ
て
そ
の
年
始
が
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
の
初
め
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
年
を
採
用
す
れ
ば
、
大
部
分

　
　
の
イ
ラ
ン
の
民
（
p
。
ぴ
＝
、
》
冨
ヨ
）
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
テ
ユ
ル
ク
や
イ
ラ
ン
の
民
の
問
で
は
、
年
始
は
世
界
を
彩
る
春
の
初
め
に
あ

　
　
た
る
ス
ル
タ
ー
ン
の
ノ
ウ
ル
ー
ズ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
斗
議
激
昂
鴛
ヨ
ぐ
似
ロ
甲
旨
b
幽
霊
犀
宅
9
眺
望
ム
、
a
9
。
ヨ
三
聖
富
．
占
ω
摯
コ
9
。
ミ
急
N
占
ω
巴
齢
9
1
缶
ω
件

　
　
野
望
芝
筥
函
げ
夢
母
高
、
麟
『
筆
－
留
倒
忽
）
。
四
季
が
巡
り
、
次
の
ノ
ウ
ル
ー
ズ
に
な
る
ま
で
で
一
年
で
あ
る
。
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
は
テ
ユ
ル
ク
年
（
ω
倒
二

　
　
↓
舞
訂
）
の
期
間
内
の
［
い
ず
れ
か
に
］
あ
た
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
H
路
碧
魯
守
〉
放
鍔
H
ω
刈
ρ
竃
o
O
冨
ω
器
《
6
。
。
9
㎝
？
q
昌

　
こ
の
よ
う
に
、
十
二
支
の
年
始
が
「
ノ
ウ
ル
ー
ズ
」
即
ち
春
分
に
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

紀
』
以
外
に
も
、
こ
の
時
期
の
史
料
に
は
ノ
ウ
ル
ー
ズ
か
ら
始
ま
る
十
二
支
を
記
す
も
の
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実

か
ら
、
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
パ
1
ス
期
に
は
、
十
二
支
は
イ
ラ
ン
や
テ
ユ
ル
ク
の
人
々
の
間
で
普
及
し
て
お
り
、
そ
の
年
始
は
春
分
陸
ノ
ウ
ル
ー
ズ

に
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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第
二
節
先
行
研
究

　
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
お
け
る
十
二
支
の
年
始
変
容
の
事
実
は
以
前
よ
り
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
期
と
所
以
は
先
学
の
論
ず
る
と
こ
ろ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
る
。
先
行
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
有
益
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
最
終
的
な
結
論
に
関
し
て
は
承
服
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
以
下
で
十
二
支

の
年
始
変
容
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
の
中
で
も
特
に
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
議
論
を
紹
介
す
る
。

　
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
十
二
支
の
年
始
の
変
容
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
示
唆
的
な
議
論
を
展
開
す
る
。
彼
は
年

始
の
変
容
を
十
四
世
紀
申
の
こ
と
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
以
下
の
三
点
を
挙
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

①
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
前
期
の
史
料
で
あ
る
『
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
）
』
は
確
実
に
、
『
勝
利
の
書
（
シ
ャ
ー
ミ
↓
漏
は
お
そ
ら
く
春
分
年
始

　
の
十
二
支
が
記
さ
れ
て
い
る
。

②
コ
ニ
六
八
年
に
は
元
朝
が
中
原
か
ら
放
逐
さ
れ
て
い
る
。

③
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
ガ
ザ
ン
・
ハ
ー
ン
が
＝
二
〇
二
年
に
財
務
暦
と
し
て
春
分
年
始
の
ハ
ー
ン
暦
を
施
行
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
彼
は
、
十
五
世
紀
半
ば
に
著
さ
れ
た
ウ
ル
グ
・
ベ
ク
の
『
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ュ
レ
ゲ
ン
天
文
表
』
に
お
け
る
中
国
暦
の
記
載
に
留
意
し
な
が

　
⑫

ら
も
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
初
期
の
史
料
に
は
春
分
年
始
の
十
二
支
が
記
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
で
、
春
分
年
始
の
十
二
支
を
記
す
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
以
前
に
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
を
支
配
し
た
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
史
料
に
お
い
て
も
十
二
支
は
春
分
年
始
で
あ
る
と
し
、
十
二
支
の
年
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

変
容
を
そ
れ
よ
り
前
の
時
期
に
ま
で
遡
る
。
そ
し
て
論
証
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
た
う
え
で
、
西
方
の
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
地
に
お
い
て
十

二
支
を
用
い
た
帝
国
暦
（
自
需
村
塾
。
蝕
Φ
巳
自
。
同
）
が
破
棄
さ
れ
た
の
は
、
＝
一
跡
ハ
八
年
に
お
け
る
元
朝
の
中
原
か
ら
の
放
逐
と
軌
を
一
に
す
る
の

で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
変
容
の
第
一
段
階
と
し
て
、
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
の
ガ
ザ
ン
・
ハ
ー
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
宗
に
続
く
、
七
〇
一

年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
十
二
日
／
一
三
〇
二
年
三
月
十
三
日
の
ハ
ー
ン
暦
の
施
行
を
挙
げ
る
。
ハ
ー
ン
暦
は
、
太
陰
年
で
あ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
年
と
農
事
の

基
準
と
な
る
太
陽
年
の
網
違
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
政
上
の
難
事
を
解
決
す
る
た
め
に
彼
が
施
行
し
た
財
務
暦
で
あ
り
、
ノ
ウ
ル
ー
ズ
を
年
始
に
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置
く
太
陽
暦
で
あ
っ
た
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
中
期
の
史
料
で
あ
る
『
ハ
サ
ン
集
史
』
に
お
い
て
こ
の
暦
が
十
二
支
と
と
も
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
ハ
ー
ン
暦
が
十
二
支
の
年
始
変
容
に
影
響
を
与
え
た
証
拠
と
し
て
い
る
宮
Φ
三
ぽ
お
鐸
O
も
。
］
。

　
そ
し
て
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
自
身
も
他
の
箇
所
で
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
冒
Φ
国
乱
δ
一
㊤
鐸
り
b
。
め
。
。
］
、
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
史
料
に
見
ら
れ
る
十

二
支
と
、
そ
の
後
の
史
料
に
見
ら
れ
る
十
二
支
と
で
は
表
記
の
さ
れ
方
が
異
な
る
。
具
体
的
に
は
先
程
の
『
県
史
』
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、

イ
ル
ハ
ー
ン
朝
史
料
に
見
ら
れ
る
十
二
支
は
、
「
ヒ
ツ
ジ
年
十
一
月
一
日
」
と
い
う
よ
う
に
、
十
二
支
に
加
え
て
中
国
暦
に
準
じ
た
月
B
を
も

記
述
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
以
後
の
史
料
で
は
十
二
支
が
月
日
を
伴
う
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
料
に
は
以
下
の
よ

う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
ア
ミ
ー
ル
・
サ
ー
ヒ
ブ
・
キ
ラ
ー
ン
（
テ
ィ
ム
ー
ル
）
は
大
軍
と
と
も
に
七
八
一
年
に
あ
た
る
ヒ
ツ
ジ
年
の
春
初
め
（
”
毛
≦
9
。
＝
げ
聾
酵
玉
名
矯
錯

　
　
営
謂
鐡
げ
首
。
・
壁
騎
。
・
笠
、
窪
魯
ミ
9
。
冨
二
等
冒
毛
帥
器
げ
．
ロ
§
剛
、
帥
）
に
ホ
ラ
ズ
ム
へ
向
か
っ
た
。
そ
し
て
エ
ス
キ
・
ウ
キ
ュ
ズ
運
河
を
越
え
、
都
市
の
郊
外
に

　
　
下
馬
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
2
鷺
き
鵠
－
》
二
ぼ
罠
G
。
O
ω
山
O
心
］

　
「
七
八
一
年
に
あ
た
る
ヒ
ツ
ジ
年
の
春
初
め
」
と
こ
こ
で
は
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
記
述
も
同
様
で
あ
り
、
十
二
支
が
は
っ
き
り

と
中
国
暦
に
則
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
は
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
期
ま
で
で
あ
る
。

　
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
『
集
史
』
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
ガ
ザ
ン
・
ハ
ー
ン
の
治
世
の
記
述
に
お
い
て
十
二
支
を
使
用
し
な
く
な
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
宮
Φ
三
ぽ
6
鐸
⑩
呂
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
記
載
の
変
化
の
理
由
は
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
が
十
二
支
の
変
容
の
所
以
と
し
て
先
に

挙
げ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
改
宗
と
帝
国
暦
の
撤
廃
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
為
政
者
が
用
い
る
「
と
き
」
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
あ
り
、

イ
ス
ラ
ー
ム
改
宗
に
と
も
な
っ
て
帝
国
暦
は
廃
れ
て
い
っ
た
。
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
の
採
用
と
帝
国
暦
の
撤
廃
に
よ
り
、
中
国
暦
に
基
づ
い
て
い
た
月

日
は
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
帝
国
暦
の
破
棄
が
、
年
始
の
変
容
と

イ
コ
ー
ル
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
う
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
議
論
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
①
の
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
料
に
見
ら
れ
る
十
二
支
に
関
す
る
議
論
に
問
題
が
あ
る
。
次
章
で
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
議
論
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
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テ
イ
ム
ー
ル
朝
の
十
二
支
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

①
広
域
に
伝
播
し
た
十
二
支
の
起
源
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
様
々
な

　
研
究
者
た
ち
が
論
ず
る
も
の
の
未
だ
に
定
説
は
無
い
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
一
部
は
、

　
［
榎
一
雄
「
セ
デ
ス
氏
義
義
ム
ポ
ジ
ャ
に
於
け
る
十
二
獣
環
の
起
源
㎞
」
門
東
洋
学

　
報
』
　
一
一
＝
一
／
四
　
（
　
九
一
二
⊥
ハ
な
†
）
、
　
一
一
二
一
一
一
一
一
二
悶
［
琶
貝
一
回
）
O
Φ
ほ
σ
円

　
お
Φ
ω
山
り
瞬
轟
く
下
話
卜
◎
幽
◎
。
］
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
近
年
の
研
究
に
関
し
て
、
工
藤
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
出
土
文
物
よ
り
、
中
国
で

　
の
十
二
支
の
使
用
は
少
な
く
と
も
戦
国
時
代
ま
で
遡
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
か
な
り

　
古
く
か
ら
十
二
支
が
こ
の
地
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
［
工
藤
元

　
男
『
睡
虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
秦
代
の
國
家
と
社
會
』
創
文
社
（
一
九
九
八
年
）
、

　
一
　
三
四
頁
］
。
た
だ
、
フ
ォ
ン
・
リ
ー
フ
ェ
ン
は
二
〇
〇
五
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
に
お
い
て
、
十
二
支
が
エ
ジ
プ
ト
の
黄
道
十
二
宮
（
U
o
号
冨
霞
。
ω
）
の
影
響
に

　
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
西
方
起
源
説
も
依
然
と
し
て
根
強
い

　
［
く
§
い
δ
〈
Φ
劉
〉
．
℃
，
「
厭
。
ヨ
9
0
0
0
α
瞳
冨
8
0
鎚
ひ
q
o
口
早
の
8
藁
磐
山
↓
冨
房
・

　
8
「
ヨ
無
幽
。
づ
o
h
跨
Φ
O
o
α
㊦
面
心
。
吋
8
（
紆
聾
讐
8
び
①
Φ
図
U
騨
ロ
鳥
Φ
鳥
国
鵠
α
U
8
＜
こ
Φ
仙

　
鼠
9
ぽ
。
ヨ
。
宙
ω
）
．
．
噸
§
Q
8
ミ
差
ミ
営
咄
§
§
織
冨
導
、
愚
嵐
ミ
帖
§
駄
》
職
鳶
、
の
織
・

　
§
融
専
心
ざ
酉
島
、
§
§
↓
馬
ミ
禽
奪
謡
S
o
鴇
ミ
赴
噛
b
ご
巽
竃
噂
N
O
O
呂
。

　
　
フ
ォ
ン
・
リ
ー
フ
ェ
ン
の
報
告
に
つ
い
て
は
矢
野
道
雄
氏
の
こ
潭
意
に
よ
り
そ

　
の
レ
ジ
ュ
メ
を
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
場
に
記
す
こ
と
で
、
謝
意
を
表

　
す
。

②
b
σ
践
自
身
ト
嵩
置
融
ミ
自
認
ミ
。
℃
ミ
据
§
§
§
蕊
、
こ
、
§
ミ
こ
ミ
6
ミ
§
§
”

　
切
餌
山
帥
U
①
ω
ρ
6
㊤
一
噂
ロ
P
一
面
山
認
噛
8
b
o
ム
O
↑

③
寓
①
圏
邑
す
O
罫
誇
8
冨
9
ヨ
①
ω
？
¢
蒔
げ
自
》
三
ヨ
鮎
O
餌
8
乱
霞
冒
勺
㊤
ω
幽
雪

　
田
ω
8
二
〇
〇
q
N
昌
『
鴫
o
h
冨
8
俘
q
o
一
諾
①
畿
a
電
．
ミ
ミ
冒
ミ
隷
ミ
ミ
、
ぎ
b
腎
先
船
冴
｝
ミ
箋
・

　
ミ
鷺
ミ
譜
謎
執
§
馬
の
ミ
ミ
塁
Q
。
b
o
論
り
謹
も
U
曜
◎
。
ω
あ
⑳

④
こ
の
よ
う
な
、
語
尾
に
鼠
鰹
を
有
し
、
ペ
ル
シ
ア
語
で
は
訳
し
き
れ
な
い
、

　
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
的
概
念
を
表
現
す
る
術
語
に
関
し
て
は
、
本
田
の
「
モ
ン

　
ゴ
ル
・
ト
ル
コ
語
起
源
の
術
語
－
語
尾
ヨ
同
警
を
も
つ
も
の
」
な
る
論
考
が
あ
る

　
［
本
田
後
信
門
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
研
究
㎞
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
九
一
年
）
、

　
四
〇
五
－
四
五
⊥
ハ
習
只
］
。

⑤
＝
天
一
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
元
朝
の
宮
暦
で
あ
る
。
十
分
な
天
文
観
測
に
基

　
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
非
常
に
優
秀
な
暦
で
あ
り
、
明
代
の
大
統
暦
も
ほ
と
ん
ど
そ

　
の
ま
ま
こ
の
暦
を
受
け
継
い
だ
た
め
、
結
果
と
し
て
実
に
四
百
年
の
長
き
に
亘
っ

　
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
だ
け
長
期
間
用
い
ら
れ
た
中
国
暦
は
他
に
無
い
［
薮
内

　
お
曾
”
お
Φ
山
ホ
】
。

⑥
ペ
ル
シ
ア
語
文
献
に
記
さ
れ
る
立
春
年
始
の
十
二
支
は
、
中
国
の
官
暦
と
は
若

　
干
異
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
相
違
点
に
つ
い
て
は
［
今
井
湊

　
「
q
貯
α
q
げ
ω
①
ぴ
q
表
の
畏
吾
児
暦
」
魍
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
八
（
一
九
六
二
年
）
、
二

　
九
－
三
七
頁
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑦
デ
ッ
バ
ー
ス
大
帝
紀
』
は
三
巻
か
ら
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
巻

　
は
「
第
一
の
書
（
ω
鋤
喜
－
く
一
同
≦
刷
く
巴
）
」
、
「
第
二
の
害
（
ω
9
。
罫
－
旨
α
g
案
≦
環
ヨ
）
」
、

　
「
第
二
部
（
ヨ
p
。
ρ
ω
巴
里
O
¢
≦
≦
≦
蔦
ヨ
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
元
来
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
・

　
ベ
ク
は
第
二
巻
を
二
部
構
成
に
す
る
予
定
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
第
二
巻
二
部
の
完

　
成
が
、
第
一
部
の
十
四
年
後
と
、
か
な
り
遅
れ
た
上
に
、
第
二
部
に
は
独
自
の
序

　
文
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
簗
二
部
は
個
別
の
巻
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ

　
た
［
竃
o
O
『
⑦
豊
。
ざ
即
P
．
，
》
署
0
8
8
H
ω
冨
民
p
⊃
冠
b
⇔
Φ
ぴ
q
、
ω
O
町
。
口
⊆
o
題
、
曜
冒
ミ
・

　
、
ミ
、
駄
冬
ミ
睾
鷺
ミ
い
ミ
ミ
鳴
隔
”
ω
O
＼
ド
一
り
◎
。
O
も
．
㎝
①
］
。

⑧
例
え
ば
マ
ク
チ
ェ
ス
ニ
！
は
、
カ
ー
デ
ィ
i
・
ア
フ
マ
ド
・
ク
ミ
ー
に
よ
っ
て

　
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
に
献
呈
さ
れ
た
『
歴
史
の
精
髄
（
×
三
蝕
ω
讐
鉱
－
↓
帥
ミ
母
冒
）
㎞

　
も
、
春
分
を
年
始
と
す
る
十
二
支
に
よ
っ
て
年
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る

　
［
ζ
o
O
げ
霧
昌
醸
6
。
。
9
曾
よ
N
］
。
加
え
て
後
藤
は
、
ギ
ー
ラ
ー
ン
の
地
方
年
代
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記
も
ま
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
i
朝
領
に
併
合
さ
れ
た
一
〇
〇
六
／
一
五
九
七
－
八
年
か

　
ら
は
春
分
年
始
の
十
二
支
を
用
い
る
こ
と
を
伝
え
る
［
後
藤
裕
加
子
「
サ
フ
ァ
ヴ

　
ィ
ー
朝
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
時
代
の
宮
廷
と
儀
礼
」
『
西
南
ア
ジ
ア
研

　
究
』
六
一
（
二
〇
〇
四
年
）
、
　
二
八
頁
］
。

⑨
例
え
ば
バ
ザ
ン
も
十
二
支
の
変
容
の
時
期
に
言
及
し
て
い
る
が
、
彼
は
サ
フ
ァ

　
ヴ
ィ
ー
朝
史
料
に
既
に
春
分
年
始
の
十
二
支
の
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
い

　
て
お
ら
ず
、
年
始
変
容
時
期
を
十
八
世
紀
以
降
と
し
て
い
る
［
し
d
震
ぎ
6
㊤
一
”

　
畦
O
－
畦
呂
。

⑩
本
論
で
用
い
る
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
料
の
時
代
区
分
は
ウ
ッ
ズ
の
区
分
に
依
拠
し

　
て
い
る
。
彼
は
前
期
を
ハ
ー
フ
ィ
ズ
ィ
・
ア
ブ
ル
ー
が
没
す
る
八
三
四
／
一
四
三

　
〇
年
ま
で
と
し
、
中
期
を
八
三
四
－
七
五
一
／
一
四
三
〇
…
七
〇
年
に
、
後
期
を

　
八
七
五
一
九
一
近
／
～
四
七
〇
1
　
五
一
〇
年
に
麗
い
て
い
る
［
≦
o
＆
ω
一
㊤
。
。
8

　
。
。
b
。
］
。

⑪
天
文
表
（
N
二
）
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
天
文
学
の
知
識
が
凝
縮
さ
れ
た
書
物
で

　
あ
り
、
具
体
的
に
は
暦
や
三
角
法
、
天
体
運
行
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
さ

　
ら
に
「
表
」
の
名
が
表
す
よ
う
に
、
説
明
の
た
め
の
多
く
の
表
を
含
む
。
天
文
表

　
は
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
圏
に
お
い
て
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ペ
ル
シ
ア
語
で
二
百
以
上
著
さ

　
れ
る
が
、
中
で
も
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
第
四
代
ウ
ル
グ
・
ベ
ク
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た

　
噛
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ュ
レ
ゲ
ン
天
文
表
』
は
影
響
力
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た

　
［
＝
N
H
U
』
．
．
噛
§
電
く
。
＝
鯉
卜
。
0
8
も
や
お
Φ
占
O
出
。

⑫
確
か
に
、
こ
の
天
文
表
に
お
い
て
「
ヒ
タ
イ
・
ウ
イ
グ
ル
暦
（
憲
雪
占
×
惹

　
≦
鋤
⇔
嘱
時
事
）
」
の
名
で
中
国
暦
が
記
さ
れ
て
い
る
冒
ξ
時
し
d
Φ
ゆ
笥
－
ω
ひ
◎
農
。
け

　
ω
竃
山
。
。
刈
…
d
ξ
晩
し
d
①
ゆ
身
白
ω
”
理
－
δ
く
］
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
当
時
中
国

　
暦
が
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
で
未
だ
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

　
と
考
え
る
。
こ
の
天
文
表
に
み
ら
れ
る
中
差
暦
は
、
十
三
世
紀
に
記
さ
れ
た
『
イ

　
ル
ハ
ー
ン
天
文
表
隔
の
中
に
見
ら
れ
る
ヒ
タ
イ
暦
（
↓
蘭
昌
呂
函
O
［
鐡
）
に
即
し
た

　
も
の
で
あ
り
、
『
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ュ
レ
ゲ
ン
天
文
表
㎞
に
記
さ
れ
る
中
国
暦
は

　
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
で
用
い
ら
れ
て
い
た
暦
で
は
な
く
、
純
粋
に
学
術
的
な
関
心

　
で
も
っ
て
州
イ
ル
ハ
ー
ン
天
文
表
』
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
両

　
天
文
表
に
お
け
る
中
国
暦
の
記
し
方
の
相
違
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て

　
い
る
。
具
体
的
に
は
、
門
イ
ル
ハ
ー
ン
天
文
表
㎞
に
見
ら
れ
る
「
我
ら
の
帝
王
た

　
ち
が
［
ヒ
タ
イ
暦
を
］
使
っ
て
い
る
」
胃
⇔
綿
ヨ
翰
ω
〈
］
と
い
う
表
現
や
、
「
そ

　
の
年
は
、
ヒ
タ
イ
の
言
葉
で
葵
酉
（
評
ξ
叱
O
朝
）
、
テ
ユ
ル
ク
の
言
葉
で
ト
リ
年

　
（
鼠
ρ
O
ρ
冤
巳
で
あ
る
。
」
寄
O
ω
苧
ヨ
ω
”
Φ
＜
］
と
い
う
十
二
支
と
中
国
暦
の
六
十

　
干
支
と
の
関
連
を
示
す
記
述
が
糊
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ュ
レ
ゲ
ン
天
文
表
』
で
は
削

　
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ユ
レ
ゲ
ン
天
文
表
』

　
に
記
さ
れ
る
中
国
暦
は
、
当
時
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
で
使
わ
れ
て
い
た
暦
を
反
映

　
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

⑬
た
だ
し
、
『
歴
史
精
髄
』
の
中
で
は
、
春
分
年
始
の
十
二
支
の
使
用
を
暗
示
さ

　
せ
る
箇
所
が
あ
る
一
方
で
、
モ
ン
ゴ
ル
の
新
年
祭
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
し

　
か
も
い
ず
れ
の
記
年
も
不
正
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
少
な
く

　
と
も
あ
る
種
の
不
確
実
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
聞
違
い
な
い
と
し
て
い
る

　
［
竃
①
三
蕾
お
置
…
㊤
呂
。
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第
二
章
　
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
料
に
お
け
る
十
二
支
の
年
始
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第
一
節
「
春
」
の
概
念

　
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
料
の
十
二
支
を
く
ま
な
く
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
は
っ
き
り
と
記
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
明

ら
か
に
、
あ
る
一
つ
の
前
提
に
基
づ
い
て
十
二
支
の
春
分
年
始
を
演
繹
し
て
い
る
。
そ
れ
が
臼
春
』
は
春
分
か
ら
始
ま
る
」
と
い
う
前
提
で

あ
る
。
彼
は
こ
の
前
提
か
ら
始
ま
る
以
下
の
三
段
論
法
で
も
っ
て
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
十
二
支
が
春
分
年
始
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

「
春
」
は
春
分
か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
　
↑

十
二
支
が
「
春
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
↑

こ
の
時
期
の
十
二
支
は
春
分
か
ら
始
ま
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
『
春
』
は
春
分
か
ら
始
ま
る
」
と
い
う
前
提
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。
そ
も
そ
も
「
季
節
感
」
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

地
域
・
民
族
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
四
つ
に
分
か
た
れ
る
も
の
と
も
限
ら
な
い
。
春
分
か
ら
始
ま
る
と
い
う
「
春
」
概
念
は
、

碁
分
に
ノ
ウ
ル
ー
ズ
、
年
始
を
置
く
イ
ラ
ン
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
初
期
モ
ン
ゴ
ル
の
根

本
史
料
で
あ
る
『
元
朝
秘
史
』
に
お
け
る
四
季
は
申
国
の
も
の
に
準
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
中
国
暦
の
一
月
か
ら
三
月
が
「
春
」
に
あ
た
っ
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②

て
い
る
。
さ
ら
に
先
程
の
天
文
表
に
お
い
て
も
中
国
の
春
と
イ
ラ
ン
地
域
の
春
の
時
期
が
違
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
我
々
の
｝
年
に
お
け
る
季
節
の
始
ま
り
は
、
彼
ら
（
中
国
の
民
）
の
季
節
の
真
ん
中
に
あ
る
。
例
え
ば
春
の
季
節
の
始
ま
り
（
Q
≦
≦
鋤
〒
凶
匿
ω
〒
ぴ
魯
鍵
）

　
　
は
、
彼
ら
の
間
で
は
宝
瓶
宮
（
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
｝
月
二
十
一
日
一
二
月
十
八
日
）
の
半
ば
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
二
至
二
分
は
彼
ら
の
季
節
の
真
ん

　
　
中
に
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
⊆
轟
ゆ
①
ひ
亀
あ
践
簑
。
け
Q
。
b
。
O
一
d
貯
騨
b
U
Φ
α
q
ー
ヨ
の
”
曾
］

　
従
っ
て
、
支
配
層
を
形
成
し
て
い
た
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
伝
承
が
、
多
く
の
記
述
の
典
拠
と
な
っ
て
い
た
当
時
の
ペ
ル
シ
ア
語
文

献
に
お
い
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
春
」
を
イ
ラ
ン
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
が
自
ら
の
議

論
の
補
強
と
し
て
挙
げ
た
以
下
の
記
述
は
、
逆
に
彼
の
議
論
の
誤
り
を
決
定
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
冒
Φ
ζ
ぽ
一
⑩
鐸
零
（
戸
①
㎝
）
］
。

　
　
　
（
寒
さ
に
よ
っ
て
）
多
く
の
人
々
と
か
な
り
の
駄
獣
が
死
ん
だ
の
で
、
サ
ー
ヒ
ブ
・
キ
ラ
ー
ン
陛
下
は
慈
悲
と
至
情
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
撤
退
す
る
こ
と

　
　
を
命
じ
た
。
そ
し
て
二
ヶ
月
の
間
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
留
ま
る
と
、
厳
し
い
寒
さ
が
和
ら
い
だ
。
そ
こ
で
再
び
ウ
サ
ギ
年
の
前
期
に
あ
た
る
シ
ャ
ウ
ワ
ー
ル

　
　
　
の
新
月
の
月
曜
日
（
伽
帥
鐙
づ
ぴ
麟
。
受
凶
讐
霞
？
旨
9
毛
薫
習
巨
昌
重
岡
ゆ
ρ
㊤
≦
餌
矯
二
巴
言
書
雪
扇
げ
～
三
七
五
年
三
月
五
日
）
に
、
決
意
の
剣
先
を
鋭
く
す
る

　
　
と
、
常
勝
軍
を
整
え
て
閲
兵
し
、
ジ
ャ
タ
の
方
へ
向
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
差
宇
．
》
げ
σ
鋤
鈴
＝
c
。
。
。
山
◎
。
2

　
こ
の
記
述
は
＝
二
七
五
年
三
月
五
日
の
記
述
で
あ
る
。
ウ
サ
ギ
年
は
一
三
七
五
年
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
年
の
春
分
は
三
月
十
二
日
で
あ
る
か

③ら
、
春
分
よ
り
も
前
に
「
ウ
サ
ギ
年
の
前
期
」
が
来
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
こ
の
記
述
は
十
二
支
が
春
分
年
始
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で

は
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
そ
の
否
定
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
議
論
か
ら
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
に
は
十
二
支
の
年
始
は
春
分
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
結

論
を
導
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
年
始
の
変
容
の
解
明
の
た
め
に
は
、
テ
ィ
ム
～
ル
朝
史
料
に
見
ら
れ
る
十
二
支
の
総
合
的
な

検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
料
に
見
ら
れ
る
十
二
支
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
の
中
で
も
、
王
朝
の
創
始
者
テ
ィ
ム
ー
ル
の
時
代
と
、

55 （509）



そ
の
実
質
的
な
後
継
者
で
あ
る
シ
ャ
ー
ル
フ
の
時
代
以
降
の
記
述
に
見
ら
れ
る
十
二
支
と
で
は
性
質
が
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
以
下
で
個
別
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

56 （510）

第
二
節
　
テ
ィ
ム
ー
ル
期
の
記
述
に
見
ら
れ
る
十
二
支

　
具
体
的
な
違
い
と
し
て
は
、
ま
ず
記
載
数
の
多
少
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
十
二
支
の
記
載
は
創
始
者
テ
ィ
ム
ー
ル
の
時
代
の
記
述
に
集

中
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
複
数
の
研
究
者
が
こ
の
時
代
の
十
二
支
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
年
始
に
関
す
る
見
解
は
一
致
を
見
て

い
な
い
。

　
タ
ウ
エ
ル
は
『
歴
史
精
髄
』
の
校
訂
本
の
末
尾
に
付
し
た
十
二
支
（
δ
o
鷲
δ
三
ぴ
q
臼
）
と
西
暦
の
対
照
表
の
中
で
、
．
．
ピ
．
き
幕
Φ
o
o
ヨ
ヨ
霧
。
⑦

冨
＝
．
Φ
ρ
曳
き
網
Φ
＜
①
窮
9
。
一
、
、
と
そ
の
春
分
年
始
を
明
記
し
て
い
る
［
朝
圏
咽
肖
磐
窪
ω
b
。
O
（
戸
昌
。
一
方
で
オ
バ
ン
は
テ
ィ
ム
ー
ル
勃
興
期
の
事
象
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

年
代
比
定
を
行
な
う
際
に
、
十
二
支
（
δ
畠
。
δ
α
㊦
ω
U
o
震
。
》
鼠
六
国
蛋
×
）
を
立
春
年
始
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
マ
ン
ツ
は
十
二
支
（
9
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

p。

､
ヨ
心
身
。
包
に
つ
い
て
．
．
国
ω
o
鑓
村
。
鉱
Φ
謬
鳥
p
。
バ
ω
け
霞
賦
昌
ゆ
q
一
⇒
爵
Φ
ω
b
匡
昌
ひ
q
．
．
と
い
う
表
現
を
使
う
。
そ
し
て
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
時
期
の
史
料
、

特
に
隅
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ
デ
イ
！
）
』
に
見
ら
れ
る
十
二
支
（
夢
①
○
口
器
ω
Φ
と
督
霞
器
四
門
）
を
春
分
年
始
の
も
の
と
し
た
。

　
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
議
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
で
あ
り
、
彼
を
除
く
諸
氏
は
、
自
身
が
判
断
す
る
十
二
支
の
年
始
に
つ
い
て
根
拠

を
明
確
に
し
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
史
料
を
直
接
あ
た
る
と
、
テ
ィ
ム
ー
ル
期
の
記
述
に
お
い
て
、
十
二
支
で
も
っ
て
他
書
に
拠
ら
ぬ
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
年
代
表
記
を
す
る

史
料
は
、
『
勝
利
の
書
（
シ
ャ
ー
ミ
ー
）
』
・
『
ム
イ
ー
ン
史
選
』
・
『
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ
デ
イ
i
）
』
・
『
歴
史
精
髄
』
の
四
つ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
。
そ
れ
ら
四
つ
の
史
料
に
見
ら
れ
る
十
二
支
を
抽
出
し
た
結
果
、
全
部
で
八
十
二
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
年
始
の
検
討
方
法
と
し
て
は
、
「
七
八
～
年
に
あ
た
る
ヒ
ツ
ジ
年
の
春
初
め
」
と
先
の
史
料
引
用
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
十
二
支
の
多
く
は
イ

ス
ラ
ー
ム
の
「
と
き
」
で
あ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
併
記
さ
れ
る
た
め
、
十
二
支
と
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
を
西
暦
換
算
し
、
そ
れ
ぞ
れ
比
較
す
る
こ
と
で
、
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⑦

当
時
の
十
二
支
の
年
始
の
位
置
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
最
初
に
窺
わ
れ
る
の
が
、
十
二
支
に
よ
る
年
代
表
記
の
不
正
確
性
で
あ
る
。
王
土
の
換
算
が
不
一
致
を
見
せ
る
箇
所
が
度
々
現
れ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

中
で
、
他
と
比
べ
十
二
支
の
記
載
数
が
多
く
、
そ
の
総
数
は
六
十
例
に
上
る
『
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
）
嚇
は
、
年
始
変
容
を
考
え
る
上
で
極

め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
同
史
料
に
は
、
十
二
支
を
立
春
年
始
だ
と
仮
定
し
た
場
合
に
、
明
ら
か
に
写
字
生
の
筆
記
ミ
ス
で
あ
る

　
　
　
　
　
⑩

二
箇
所
を
除
き
、
二
十
の
換
算
が
全
く
合
わ
な
い
箇
所
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
が
十
二
支
を
春
分
年
始
の

も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
が
、
テ
ィ
ム
ー
ル
の
第
四
次
ホ
ラ
ズ
ム
遠
征
の
記
述
に
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に

あ
る
。

　
　
ユ
ー
ス
フ
・
ス
ー
フ
ィ
ー
が
大
胆
な
る
足
を
配
慮
の
道
か
ら
外
し
、
高
慢
な
る
頭
に
よ
っ
て
略
窓
の
手
を
方
々
に
慎
み
無
く
開
く
と
、
サ
ー
ヒ
ブ
・
キ

　
　
ラ
ー
ン
陛
下
は
、
憤
怒
に
よ
っ
て
血
管
が
波
打
ち
、
報
復
を
意
図
し
た
。
そ
し
て
ヒ
ツ
ジ
年
の
前
期
に
あ
た
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
七
八
○
年
シ
ャ
ウ
ワ
ー
ル
月

　
　
　
（
ω
曽
毒
薫
騨
霞
。
・
鋤
圏
山
上
津
主
脳
≦
節
ぎ
鰹
豊
国
戯
嵩
§
暮
讐
ざ
⇔
≦
妻
曽
一
－
一
名
網
嚢
剛
…
＝
二
七
九
年
一
月
二
十
一
日
～
二
月
十
八
日
）

　
　
　
　
　
太
陽
が
双
魚
宮
（
頃
騨
）
へ
と
推
移
し
　
一
方
は
宝
石
落
と
な
り
、
他
方
は
ル
ビ
ー
と
な
っ
た
時

　
　
　
ホ
ラ
ズ
ム
へ
の
攻
撃
を
決
意
し
、
勝
利
を
飾
る
軍
隊
を
整
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冒
雷
号
．
〉
σ
9
ω
回
…
H
b
o
窃
幽
一
〇
］

　
こ
こ
で
は
「
ヒ
ツ
ジ
年
の
前
期
」
に
お
い
て
太
陽
が
双
魚
宮
に
来
て
い
る
。
黄
道
十
二
宮
で
は
、
太
陽
が
白
羊
宮
に
入
る
瞬
間
が
春
分
で
あ

る
。
双
魚
宮
は
白
羊
宮
の
一
つ
前
に
あ
た
る
の
で
、
ヒ
ツ
ジ
年
は
春
分
よ
り
も
前
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

『
勝
利
の
書
』
の
著
者
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
は
十
二
支
を
立
春
年
始
の
も
の
と
理
解
し
た
上
で
、
十
二
支
と
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
の
換
算
を
正
確
に
行
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
勧
・

　
『
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ
デ
ィ
i
二
は
テ
イ
ム
ー
ル
朝
史
研
究
に
お
い
て
、
早
く
か
ら
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
、
歴
史
国
外
に
用
い
ら
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
⑫

た
も
の
で
あ
る
が
、
年
代
学
的
観
点
か
ら
同
書
に
注
目
し
た
研
究
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
同
書
の
特
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徴
は
際
立
っ
た
も
の
と
な
る
。
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
は
当
代
随
一
の
文
化
人
で
あ
り
、
天
文
学
に
も
通
暁
し
て
い
た
。
彼
は
、
『
ス
ル
タ
ー
ン
・
キ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

レ
ゲ
ン
天
文
表
』
作
成
の
た
め
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
天
文
台
で
行
な
わ
れ
た
天
体
観
測
に
関
わ
っ
て
も
い
る
。
さ
ら
に
、
『
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ

デ
ィ
ー
）
』
は
同
時
代
史
料
で
は
な
く
、
シ
ャ
ー
ル
フ
期
に
フ
ァ
ー
ル
ス
の
統
治
者
で
あ
っ
た
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・
ス
ル
タ
ー
ン
の
庇
護
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
は
テ
ィ
ム
ー
ル
期
の
諸
事
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
先
行
す
る
購
時
代
史
料
の
年
代
の
誤
り
を
正
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
志
向
し
て
い
る
［
9
＞
民
。
お
⑩
仰
器
卜
。
］
。

　
著
者
が
天
文
学
に
詳
し
く
、
そ
の
著
作
が
実
際
に
、
先
立
つ
史
料
の
年
代
的
誤
り
を
正
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ
デ

ィ
i
）
』
に
お
け
る
年
代
の
記
載
は
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
、
同
史
料
に
お
け
る
十
二
支
は
明
ら
か

に
立
春
を
年
始
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
史
料
に
関
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
換
算
が
完
全
に
誤
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
た
め
に
判
断
が
困
難

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
史
料
に
も
春
分
年
始
の
方
が
都
合
の
良
い
箇
所
は
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
、
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
期
に
立
春
に
祝
わ
れ
て
い

た
「
新
年
祭
菖
昌
磐
σ
q
詩
臨
鰹
」
が
、
一
箇
所
の
み
で
あ
り
、
か
つ
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
十
二
支
と
が
一
致
し
な
い
も
の
の
、
こ
の
時
期
の
記
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
中
に
も
存
在
す
る
田
践
N
－
↓
磐
興
一
一
⑩
］
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
帝
国
暦
が
廃
れ
た
後
も
、
少
な
く
と
も
テ
イ
ム
ー
ル
朝
テ
ィ
ム
ー
ル
期
ま
で
は
十
二
支
は
未
だ
変
容
せ
ず
、
年
始
を

立
春
に
置
い
て
い
た
と
い
う
推
論
が
許
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
受
容
の
後
に
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
が
ど
の
よ
う
な
形
で
十
二
支

を
用
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
十
一
世
紀
に
マ
フ
ム
ー
ド
・
カ
ー
シ
ュ
ガ
リ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
テ
ユ
ル
ク
・
ア
ラ
ビ
ア
語
辞
書
で
あ

る
『
テ
ユ
ル
ク
諸
語
集
成
』
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
カ
ー
シ
ュ
ガ
リ
ー
は
ト
ラ
年
を
表
す
び
鷲
ω
の
項
で
テ
ユ
ル
ク
の
用
い
る
十
二
支
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
び
自
・
お
と
は
ヒ
ョ
ウ
の
こ
と
で
あ
る
。
σ
錠
ω
は
テ
ユ
ル
ク
語
の
十
二
の
年
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
テ
ユ
ル
ク
が
動
物
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
十
二
の
名
前

　
　
を
取
り
、
そ
れ
で
十
二
の
年
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
誕
や
戦
争
そ
の
他
の
時
を
そ
れ
ら
の
年
々
の
巡
り
で
勘
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
申
略
）

　
　
　
そ
し
て
テ
ユ
ル
ク
は
週
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
も
の
で
知
る
の
で
、
七
日
の
名
前
は
テ
ユ
ル
ク
に
は
な
い
。
同
様
に
、
都
市
に
お
い
て
、
月
々
の
名
前
は
ア
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ペルシア語文化圏における十二支の年始変容について（諌早）

　
　
ラ
ビ
ア
語
で
付
け
ら
れ
て
い
る
（
二
巴
竿
石
冨
剛
曲
霞
慶
明
。
・
莇
重
刷
一
白
連
記
言
凶
巴
あ
筈
、
緯
＝
帥
・
聾
白
黒
7
話
暮
、
曽
．
珪
帥
貯
酔
享
鋤
寓
。
・
蘇
巨
毛
β
｝
郎
麟
・
鼠
霞
霞

　
　
β
。
路
葺
岡
銑
－
診
病
目
二
二
心
学
ぼ
一
抑
巳
層
霧
9
。
筆
ヨ
節
匹
田
圏
・
．
≧
望
む
拶
）
。
遊
牧
民
と
無
知
な
る
異
教
徒
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
月
の
三
ヶ
月
毎
、
四
季
に
応
じ
て

　
　
名
前
を
付
け
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
の
経
過
が
理
解
さ
れ
る
（
以
下
略
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
内
譲
讐
該
嵐
8
ω
凶
日
”
o
◎
刈
辱
Q
。
Q
。
ユ

　
以
上
の
記
述
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
受
容
の
後
に
、
十
二
支
で
も
っ
て
年
を
数
え
つ
つ
も
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
月
を
数
え
る
テ
ユ
ル
ク
の
姿
を

想
定
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
暦
も
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
も
、
月
の
満
ち
欠
け
に
基
づ
い
て
月
々
を
数
え
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
り
、
彼

ら
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
月
を
受
け
入
れ
る
の
は
容
易
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
ぜ
イ
ス
ラ
ー
ム
受
容
後
も
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
が
立
春
年
始
の
十
二
支
を
使
い
続
け
た
の
か
に
関
し
て
は
、
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の

の
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
礼
拝
や
五
行
の
う
ち
の
斎
戒
と
巡
礼
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
月
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
受
容
に
際
し
て
ヒ
ジ
ュ
ラ
月
は
い
ち
早
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
ヒ
ジ
ュ
ラ
年
に
関
し
て
は
そ
れ
が
宗
教
儀
礼
と
直

接
関
わ
る
こ
と
は
な
く
、
月
ほ
ど
に
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
加
え
て
十
二
支
は
特
に
テ
ユ
ル
ク
が
六
世
紀
か
ら
使
い
続
け
て
い
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
、
彼
ら
の
間
に
深
く
根
付
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
十
二
支
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
受
容
後
も
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
の
間
で
用
い
ら

れ
続
け
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
三
節
シ
ャ
ー
ル
フ
期
以
降
の
記
述
に
見
ら
れ
る
十
二
支

　
次
に
テ
ィ
ム
ー
ル
の
実
質
的
な
後
継
者
で
あ
る
シ
ャ
！
ル
フ
期
以
降
の
時
代
の
記
述
に
見
ら
れ
る
十
二
支
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ

う
に
記
載
数
が
激
減
す
る
。
具
体
的
に
は
テ
ィ
ム
ー
ル
期
の
三
十
五
年
間
で
八
十
二
例
を
数
え
た
記
載
例
が
、
シ
ャ
ー
ル
フ
期
以
降
の
九
十
八

年
間
で
は
わ
ず
か
に
十
九
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
も
あ
り
、
こ
の
時
期
の
十
二
支
に
つ
い
て
研
究
者
の
言
及
は
管
見
の
限
り
な
い
。
し

か
し
、
テ
ィ
ム
ー
ル
期
の
十
二
支
が
立
春
年
始
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
後
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
i
朝
で
は
十
二
支
の
年
始
が
春
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分
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
年
始
変
容
を
考
え
る
際
に
こ
の
時
期
の
十
二
支
の
記
載
は
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
る
。
そ

し
て
実
際
に
こ
の
時
期
の
十
二
支
の
記
述
は
特
徴
的
で
あ
り
、
変
容
に
関
し
て
多
く
の
情
報
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
先
程
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
時
期
の
十
二
支
を
、
併
記
さ
れ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
比
較
し
た
が
、
絶
対
数
が
少
な
い
う
え
に
換
算
の
誤
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

存
在
し
た
た
め
、
年
始
を
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
十
二
支
に
は
記
載
数
の
少
な
さ
以
外
に
も
い
く
つ
か
特

徴
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
が
次
に
あ
げ
る
二
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
・
『
ハ
サ
ン
集
史
』
に
お
け
る
記
載
数
の
多
さ
と
そ
の
内
容

　
・
財
務
年
と
し
て
の
使
用

　
テ
ィ
ム
！
ル
朝
中
期
に
書
か
れ
た
騨
ハ
サ
ン
集
史
価
は
、
年
を
経
る
に
つ
れ
、
そ
の
評
価
を
高
め
て
き
た
史
料
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
イ
ス

タ
ン
ブ
ル
写
本
を
見
た
タ
ウ
エ
ル
は
こ
れ
を
重
要
で
な
い
と
断
じ
た
が
、
オ
バ
ン
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
写
本
の
記
述
よ
り
も
よ
り
詳
し
い
テ
ヘ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
写
本
を
利
用
し
、
当
時
の
イ
ラ
ン
情
勢
を
描
い
た
。
最
近
で
は
マ
ン
ツ
が
シ
ャ
ー
ル
フ
期
の
研
究
冒
き
N
b
。
O
O
己
の
中
で
こ
の
史
料
を
大

い
に
活
用
し
て
い
る
。
そ
の
年
代
学
的
特
徴
を
詳
察
し
た
研
究
は
、
先
の
『
勝
利
の
書
（
ヤ
ズ
デ
ィ
！
）
』
と
同
じ
く
存
在
し
な
い
が
、
し
か
し

こ
の
史
料
は
こ
の
時
期
の
史
料
の
中
で
、
例
外
的
に
十
二
支
を
多
く
記
載
す
る
史
料
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
全
十
九
例
の
う
ち
実
に
十
五
例
が
同
史
料
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
史
料
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
同
史
料

が
十
二
支
の
春
分
年
始
を
明
記
す
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
つ
ま
り
、
ハ
ー
ン
暦
一
四
五
年
に
あ
た
る
ウ
サ
ギ
年
の
始
ま
る
ノ
ウ
ル
ー
ズ
の
日
中
（
愚
N
山
謬
9
≦
露
国
占
ぎ
脚
達
帥
．
漏
路
＝
け
譲
富
膨
卜
定
ヨ
潤
宅
9
1
臣
ρ

　
　
ω
碧
？
覧
×
曽
ヨ
ω
毛
”
．
霞
げ
騨
．
冒
覇
餌
§
陣
、
β
。
－
胤
図
ぎ
骨
貸
一
四
四
七
年
三
月
十
二
日
）
、
序
章
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ハ
ー
カ
ー
ン
陛
下
（
シ
ャ
ー
ル

　
　
フ
）
は
レ
イ
に
て
神
の
慈
悲
の
下
へ
と
至
り
、
ス
ル
タ
ー
ン
位
を
、
全
て
を
備
え
し
王
子
（
ス
ル
タ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
）
に
授
与
な
さ
っ
た
1
彼
二
慈

　
　
悲
ア
レ
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
鋤
紹
鵠
－
〉
旅
9
1
5
膳
色

　
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
十
二
支
が
ノ
ウ
ル
ー
ズ
、
つ
ま
り
春
分
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
れ
は
後
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ペルシア語文化圏における十二支の年始変容について（諌早）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
議
論
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
事
実
で
あ
る
が
、
『
ハ
サ
ン
集
史
』
の
著
者
イ
ブ
ン
・
シ
ハ
ー
ブ
は
イ
ラ
ン
で
行
政
官
を
務
め
て
い
た
。

　
次
に
財
務
年
と
し
て
の
使
用
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
（
2
、
1
8
、
1
9
）
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
十
二
支
は
一
部
「
地
租
（
上
巴
」
と
の
組
み

合
わ
せ
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
叙
述
史
料
の
中
で
は
こ
れ
以
前
の
時
代
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
用
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ャ
ー
ル
フ

が
八
｝
七
／
一
四
一
四
年
に
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
の
反
乱
を
鎮
圧
し
、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
入
っ
た
後
の
件
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
安
心
し
、
平
静
の
中
で
、
日
々
弥
増
す
王
朝
の
心
血
の
偉
大
さ
が
増
え
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ
精
進
す
る
よ
う
に
と
、
［
シ
ャ
ー
ル
フ
は
］
至
高
な
る
デ

　
　
ィ
ー
ワ
ー
ン
　
　
至
高
ナ
ル
神
ガ
、
ソ
レ
ヲ
突
入
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
ー
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
ウ
マ
年
の
地
租
（
虚
飾
＝
旨
暮
旨
隔
）
の
三
分
の
一
を
臣
民

　
　
に
対
し
て
免
除
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
国
跳
N
－
冨
惑
四
留
日
q
q
b
⊃
］

　
シ
ャ
ー
ル
フ
期
以
降
の
十
二
支
は
、
『
ハ
サ
ン
雪
囲
臨
の
中
で
春
分
年
始
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
、
さ
ら
に
他
の
史
料
に
お
い
て
は
財
務
年
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
シ
ャ
ー
ル
フ
期
以
降
の
記
述
に
見
ら
れ
る
十
二
支
は
、
春
分
年

始
の
も
の
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
財
務
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
十
二
支
の
年
始
の
変
容
の
所
以
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

財
務
暦
と
の
結
び
つ
き
に
あ
る
こ
と
は
、
既
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
論
で
は
、
十
二
支
が
財
務
暦
で
あ

る
ハ
ー
ン
暦
と
の
関
連
で
年
始
を
変
え
て
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
研
究
者
た
ち
は
、
「
と
き
」
の
結
び
つ
き
と
い
う
も
の

が
い
か
な
る
現
象
で
あ
り
、
い
か
な
る
契
機
で
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
を
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
で
十
二
支
と
財
務
暦
と
の

関
連
に
つ
い
て
考
察
し
、
年
始
変
容
の
所
以
を
解
明
し
た
い
。

　
①
例
え
ば
田
村
の
論
考
に
よ
れ
ば
中
世
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
夏
」
と
「
冬
」
の
二
つ
　
　
④
〉
呂
冒
旨
煮
Φ
函
冨
昌
讐
号
9
暁
簿
巴
簿
δ
犠
ぎ
B
ω
呂
（
お
ω
心
山
ω
。
。
O
）
，
噛
↓
軸
撃

　
が
強
調
さ
れ
る
二
季
性
で
あ
っ
た
［
田
村
淑
「
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
季
節
構
造
」

　
糊
思
想
』
七
六
八
（
一
九
八
八
年
）
、
十
五
頁
］
。

②
小
澤
重
男
『
元
朝
秘
史
』
岩
波
文
庫
（
一
九
九
七
年
）
、
上
一
＝
二
〇
頁
（
注

　
一
）
。

③
ω
窪
［
①
さ
炉
§
冴
§
愚
ミ
・
さ
ミ
免
、
ぎ
ぎ
壽
蒔
ミ
さ
ミ
餐
－
冒
富
、
、
§
℃
≦
Φ
。
。
－

　
げ
①
α
㊦
員
一
⑩
O
一
雪
戸
ω
Φ
．

　
9
q
鼻
◎
◎
＼
b
∂
』
り
刈
ρ
ウ
癖
㊤
宮
．
鼠
リ
ソ

⑤
竃
磐
N
．
b
d
■
男
冨
鴨
ミ
怨
§
ミ
沁
N
§
ミ
寄
ミ
ミ
§
ミ
”
9
ヨ
げ
「
一
厨
Φ
レ
リ
。
。
り
も
“

　
卜
Ω
N
c
◎
．

⑥
こ
の
節
に
お
い
て
（
）
の
中
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
入
れ
て
記
さ
れ
る
記
号
は

　
末
尾
の
「
テ
ィ
ム
ー
ル
期
十
二
支
対
照
表
」
の
対
応
番
号
を
表
し
て
い
る
。

⑦
こ
こ
で
生
じ
る
の
が
、
立
春
年
始
の
十
二
支
を
何
に
基
づ
い
て
西
暦
換
算
す
る

61 （515）



　
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
対
照
表
に
お
け
る
、
西
暦
換
算
さ
れ
た
立
春
年
始
の

　
十
二
支
の
B
付
は
、
『
イ
ル
ハ
ー
ン
天
文
表
』
の
ヒ
タ
イ
暦
の
数
値
に
基
づ
い
て

　
算
出
さ
れ
て
い
る
。
換
算
に
際
し
て
は
、
フ
ァ
ン
・
ダ
ー
レ
ン
の
0
＞
い
国
凛
。
α
q
－

　
轟
ヨ
（
＜
Φ
話
［
8
一
』
」
り
り
0
）
を
利
用
し
た
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
天
文

　
表
に
記
さ
れ
る
ヒ
タ
イ
暦
は
、
中
国
の
宮
暦
と
は
若
干
異
な
る
。
そ
し
て
フ
ァ

　
ン
・
ダ
ー
レ
ン
ら
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
『
イ
ル
ハ
ー
ン
天
文
表
』
の
ヒ
タ
イ
暦
の

　
章
の
最
後
に
記
さ
れ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
ヒ
タ
イ
暦
と
の
換
算
表
に
お
け
る
閏
月
の

　
位
置
は
、
そ
の
天
文
表
に
記
さ
れ
る
ヒ
タ
イ
暦
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
国
の
官
暦

　
の
方
に
合
致
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
［
く
鎚
U
自
・
冨
ロ
層
し
d
‘
閑
①
目
Φ
薯
噌
φ
o
。
‘

　
o
り
鉱
三
山
－
詫
緊
‘
監
↓
ぴ
①
0
7
ぎ
Φ
ω
甲
⊆
σ
q
『
霞
O
蝕
①
昌
畠
黛
。
「
ぎ
門
＝
臨
．
ω
N
陶
凱
目
評
げ
①
三
；
．

　
浴
駐
さ
、
ミ
三
雲
O
偽
鷲
ミ
ら
ミ
僑
翫
ミ
》
ミ
忌
日
潮
鋤
ミ
ミ
縁
9
偽
、
斡
雲
助
§
偽
さ
ミ
硬
§
℃

　
拝
お
㊤
刈
も
．
お
。
。
］
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
イ
ル
ハ
ー
ン
二
期
の
立
春
年
始
の

　
十
二
支
が
、
中
国
の
官
暦
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ

　
の
た
め
、
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
［
陳
垣
『
中
西
回
史
日
暦
』
増
補
版
、
台
北

　
（
一
九
七
二
年
）
］
を
参
照
し
て
官
設
の
西
暦
換
算
も
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

　
閏
月
の
位
置
の
違
い
か
ら
、
官
暦
の
年
始
の
方
が
ヒ
タ
イ
暦
の
も
の
よ
り
も
一
ヶ

　
月
ほ
ど
早
く
な
っ
た
年
が
三
つ
あ
っ
た
が
（
3
5
、
姐
・
4
2
、
4
4
・
4
5
）
、
他
の
年

　
始
の
誤
差
は
一
日
前
後
で
あ
っ
た
。
月
が
ず
れ
る
三
つ
の
年
に
関
し
て
も
、
年
始

　
が
ど
ち
ら
に
あ
ろ
う
と
変
容
の
議
論
に
は
影
響
が
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

⑧
対
照
表
に
お
い
て
立
春
合
致
（
A
）
と
春
分
合
致
（
B
）
が
共
に
×
で
あ
る
箇

　
所
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
（
1
、
3
、
5
、
7
、
1
6
、
1
8
、
2
3
、
5
4
、
5
5
、

　
7
9
）
の
十
箇
所
で
あ
る
。
史
料
間
で
年
代
表
記
に
唇
面
が
見
ら
れ
る
王
朝
創
設
か

　
ら
十
年
前
問
に
誤
り
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来

　
る
。
こ
の
時
期
の
諸
事
の
年
代
比
定
に
関
し
て
は
別
稿
を
期
し
て
い
る
。

⑨
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
は
凹
勝
利
の
書
臨
の
序
章
に
お
い
て
自
身
の
用
い
る
暦
（
ヒ
ジ
ユ

　
ラ
暦
と
十
二
支
）
と
そ
の
所
以
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
最
も
有
名
な
暦
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
テ
ユ
ル
ク
暦
（
↓
鋤
彫
近
回
客
高
笛
冒
毛
帥

　
　
↓
霞
寄
）
で
あ
る
の
で
、
こ
の
書
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
暦
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
は
月
の
巡
り
に
基
づ
き
、
そ
の
一
年
は
三
五
四
日
と
少
し
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
テ
ユ
ル
ク
暦
は
太
陽
の
巡
り
に
基
づ
き
、
そ
の
一
年
は
三
六
五
日
と
少

　
　
し
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
ユ
ル
ク
暦
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
年
々
の
名

　
　
前
で
も
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
［
鴫
負
・
N
曾
d
『
§
げ
器
≦
O
O
］

⑩
ま
ず
、
（
1
）
の
不
一
致
に
関
し
て
は
、
前
後
の
記
述
と
ま
っ
た
く
年
代
が
合

　
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
の
筆
記
ミ
ス
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

　
あ
る
。
さ
ら
に
（
7
9
）
の
不
一
致
に
関
し
て
も
、
イ
ヌ
年
で
は
な
く
、
ウ
マ
年
で

　
あ
れ
ば
換
算
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
イ
ヌ
年
（
E
）
と
ウ
マ
年
（
君
）
は
ス

　
ペ
ル
が
似
て
お
り
、
た
び
た
び
間
違
い
が
起
こ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り

　
［
閑
ず
p
⊃
『
o
ρ
鵠
こ
象
6
7
Φ
日
憂
欝
。
。
7
∪
¢
o
α
①
p
銭
《
0
罵
。
δ
四
冨
自
H
房
娼
ω
Φ
ぴ
嘱

　
ζ
o
ぴ
q
『
巳
ω
ぎ
ぎ
α
猷
コ
畢
毎
、
§
§
偽
ミ
妹
ミ
麟
N
O
＼
押
巳
認
も
■
①
畠
、
さ
ら
に
別
の
写

　
本
で
は
こ
の
箇
所
は
ウ
マ
年
ど
表
記
さ
れ
て
い
る
胃
器
臼
q
巴
§
ぴ
器
≦
き
悼
α
］
。

　
従
っ
て
、
こ
の
箇
所
も
写
字
生
の
筆
記
ミ
ス
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
誤
り
が
筆

　
者
に
起
因
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑪
立
春
年
始
に
合
致
し
な
が
ら
も
春
分
年
始
に
そ
ぐ
わ
な
い
箇
所
（
》
○
、
し
d

　
×
）
が
、
先
程
の
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
引
用
箇
所
（
1
4
）
と
、
第
四
次
ホ
ラ
ズ
ム
遠
征

　
の
箇
所
（
2
6
）
以
外
に
も
、
一
例
（
5
6
）
見
出
さ
れ
た
。

⑫
〉
民
ρ
ρ
，
虫
Φ
凱
B
嘆
三
。
。
9
Φ
頸
。
。
8
壇
6
ぴ
⊇
『
Ω
。
9
貯
閏
”
ω
銭
既
9
ε
同
コ
、
〉
胃

　
嶋
黛
・
巴
昌
9
ミ
貯
」
ご
ミ
ミ
℃
b
。
ミ
b
。
漏
8
朝
も
戸
b
。
ち
面
b
。
ρ

⑬
ヤ
ズ
デ
イ
ー
は
、
彼
を
庇
護
し
て
い
た
王
族
の
ス
ル
タ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が

　
シ
ャ
ー
ル
フ
に
反
乱
し
た
際
に
、
捕
ら
わ
れ
の
身
と
な
る
。
し
か
し
、
彼
は
ウ
ル

　
グ
・
ベ
ク
の
息
子
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
テ
ィ
ー
フ
の
求
め
に
よ
り
助
命
さ
れ
る
の
で

　
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
天
文
学
の
知
識
ゆ
え
で
あ
っ
た
［
舞
〉
げ
ヨ
巴
－
》
譲
餅
「
”

　
b
◎
昏
一
幽
爵
］
。

⑭
シ
ャ
ラ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
リ
ー
・
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
と
彼
の
『
勝
利
の
書
』

　
に
つ
い
て
は
［
≦
o
o
山
ω
お
◎
。
ぶ
り
り
山
O
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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ペルシア語文化圏における十二支の年始変容について（諌早）

⑮
　
例
え
ば
［
目
口
。
N
皆
．
〉
ぴ
σ
鋤
鶏
閏
H
①
＆
で
は
、
［
ω
蘭
日
甲
↓
9
億
①
5
建
玉
で
使
わ

　
れ
て
い
る
も
の
と
類
似
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
十
二
支
表
記
の
み
を
修
正

　
し
て
い
る
。

⑯
　
こ
の
箇
所
の
存
在
は
、
す
で
に
メ
ル
ヴ
ィ
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

　
［
ζ
Φ
ζ
濠
当
り
り
鳥
”
り
G
。
］
。
た
だ
し
新
年
祭
の
記
述
は
当
初
本
文
に
は
な
く
、
お
そ

　
ら
く
ハ
ー
フ
ィ
ズ
ィ
・
ア
ブ
ル
ー
本
人
が
後
か
ら
書
き
加
え
た
部
分
で
あ
る
［
鼠

　
国
臨
N
幽
翠
Φ
5
×
＜
量
。

⑰
彼
ら
へ
の
十
二
支
の
浸
透
を
考
え
る
上
で
、
そ
れ
が
占
い
の
一
要
素
で
あ
っ
た

　
こ
と
は
必
ず
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
十
二
支
は
占
い
と
密
接
に
結
び

　
つ
い
て
い
た
。
マ
フ
ム
ー
ド
・
カ
ー
シ
ュ
ガ
リ
ー
も
、
テ
ユ
ル
ク
が
十
二
支
に
よ

　
っ
て
予
兆
を
見
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
上
買
縁
管
亭
ド
。
ω
玉
目
Q
。
刈
f
◎
。
。
。
昌
、
天
文

　
表
の
中
国
暦
の
と
こ
ろ
で
も
暦
注
で
あ
る
十
二
直
が
記
さ
れ
て
い
る
［
6
0
ω
7
，
ヨ
ω
”

　
＝
N
－
躍
ぐ
…
d
ξ
笹
じ
d
①
α
Q
あ
①
徳
川
§
…
ω
ω
b
。
山
も
。
し
。
］
。
彼
ら
が
未
来
を
見
据
え
る
上
で
十

　
二
支
は
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑱
こ
の
節
に
お
い
て
、
（
）
の
中
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
入
れ
て
記
さ
れ
る
記
号

　
は
末
尾
の
「
シ
ャ
ー
ル
フ
期
以
降
十
二
支
対
照
表
」
の
対
応
番
号
を
表
し
て
い
る
。

⑲
こ
の
書
を
著
し
た
イ
ブ
ン
・
シ
ハ
ー
ブ
は
八
五
五
年
忌
！
・
ア
ル
ヒ
ッ
ジ
ャ
月

　
の
半
ば
／
一
四
五
二
年
一
月
頃
に
フ
ァ
ー
ル
ス
と
北
イ
ラ
ク
（
、
H
感
ρ
占
．
〉
冨
ヨ
）

　
を
統
治
し
て
い
た
ス
ル
タ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
許
で
同
書
の
執
筆
を
始
め
た
が
、

　
彼
が
兄
弟
の
ア
ブ
ー
・
ア
ル
カ
ー
ス
ィ
ム
・
バ
ー
ブ
ル
に
敗
れ
殺
さ
れ
る
と
、
八

第
三
章
　
十
二
支
と
財
務
暦

　
五
七
年
ズ
i
・
ア
ル
カ
ア
ダ
月
八
日
／
一
四
五
三
年
十
一
月
十
一
日
ま
で
に
バ
ー

　
ブ
ル
に
同
書
を
献
呈
し
た
五
器
雪
》
定
型
目
（
冒
鐸
9
一
一
］
。

⑳
〉
昌
【
戸
旨
忠
§
恥
§
て
§
譜
曽
鳥
ミ
ミ
馬
映
蕎
恥
§
ミ
§
N
、
、
§
ミ
§
こ
．
蓼
－

　
面
割
越
§
、
S
§
N
ミ
ミ
ミ
ミ
“
「
≦
幽
①
ω
げ
9
。
α
2
㍉
O
α
ρ
Φ
。
。
b
も
O
」
つ
一
P

⑳
彼
は
テ
ィ
ム
ー
ル
の
孫
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
で
あ
っ
た
ハ
ー
フ
ィ

　
ズ
・
ラ
ー
ズ
ィ
ー
の
万
人
隊
（
霞
ヨ
ぎ
）
の
軍
召
集
宮
（
雷
く
似
鰹
）
と
し
て
働
い

　
た
後
、
キ
ル
マ
ー
ン
で
ワ
ク
フ
の
管
理
官
（
．
餌
ヨ
e
を
三
十
年
間
務
め
た
。
ワ

　
ク
フ
管
理
官
と
な
る
前
に
財
務
官
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
［
〉
犀
σ
ぎ
お
㎝
9

　
森
山
。
。
】
。

⑫
　
マ
ー
ル
と
は
「
財
産
」
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
普
通
名
詞
で
あ
る
が
、
こ

　
の
時
期
の
マ
ー
ル
は
地
租
（
昌
。
ω
o
ζ
o
昌
ぴ
国
ぴ
鎌
器
出
。
り
）
を
指
し
た
［
ミ
。
ミ
§
§

　
ざ
軌
悪
声
ミ
6
6
重
機
↓
躊
♪
日
器
鵠
↓
藁
㊤
0
メ
マ
心
G
。
し
。
］
。

⑳
　
デ
イ
ー
ワ
ー
ン
と
は
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
に
お
い
て
行
政
機
関
を
指
す
が
、
単
に
財

　
務
管
理
組
織
を
表
す
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に
国
政
上
の
重
大
事
を
決
定
す
る
御
前

　
会
議
を
も
意
味
し
た
。
そ
し
て
特
に
「
至
高
な
る
デ
イ
ー
ワ
！
ン
」
と
表
現
さ
れ

　
る
場
合
は
霜
主
・
中
央
政
府
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
の
こ
と
を
指
す
［
久
保
一
之
「
テ

　
ィ
ム
ー
ル
朝
と
そ
の
後
ー
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
政
府
・
宮
廷
と
中
央
ア
ジ
ア
の
輝

　
き
一
」
門
岩
波
講
座
世
界
歴
史
1
1
　
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
統
合
9
－
掲
世
紀
㎞

　
岩
波
書
店
（
一
九
九
七
年
）
、
　
一
五
一
頁
］
。

十
二
支
と
財
務
暦
と
の
関
連
を
考
え
る
前
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
家
に
特
有
の
暦
事
情
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム

の
暦
は
ム
ハ
・
マ
ド
が
・
ジ
ュ
ラ
を
行
な
・
た
西
暦
六
二
二
年
を
暦
元
と
す
る
太
陰
暦
の
・
・
ン
ユ
ラ
暦
で
あ
る
。
・
れ
に
基
づ
い
て
ラ
マ
ギ
観

ン
の
斎
戒
を
始
め
と
す
る
宗
教
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
に
は
大
き
な
難
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
暦
が
月
　
6
3



の
運
行
の
み
に
基
づ
く
太
陰
暦
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
。
太
陰
暦
で
あ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
の
一
年
は
三
五
四
日
強
で
あ
り
、
太
陽
年
の
三

六
五
日
強
よ
り
も
十
一
日
ほ
ど
短
く
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
は
季
節
周
期
と
合
致
せ
ず
、
例
え
ば
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
は
冬
か
ら
秋
、

秋
か
ら
夏
と
い
う
よ
う
に
季
節
を
移
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
季
節
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
農
事
に
と
っ
て
非
常
に
不
都
合
で
あ
り
、

同
時
に
農
産
物
を
財
源
と
す
る
国
家
の
運
営
に
不
都
合
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
イ
ス
ラ
イ
ム
国
家
は
宗
教
暦
で
あ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
と

も
に
財
務
暦
を
併
用
し
て
い
た
。

財
務
暦
は
多
く
の
場
合
、
そ
の
地
に
古
く
か
ら
あ
る
太
陽
暦
も
し
く
は
太
陰
太
陽
暦
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ペ
ル
シ
ア
語
文

化
圏
で
は
、
十
一
世
紀
に
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
君
主
マ
リ
ク
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ラ
ー
リ
ー
暦
が
施
行
さ
れ
て
以
降
、
こ
の
暦
が
財
務
暦
と
し

て
使
わ
れ
て
き
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
暦
に
お
い
て
ノ
ウ
ル
！
ズ
は
春
分
に
固
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
ノ
ウ
ル
ー
ズ
が
徴
税
開
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

日
（
簿
冨
げ
食
。
π
餌
感
」
）
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
［
節
　
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
に
お
け
る
財
務
暦

　
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
虹
に
お
い
て
は
い
か
な
る
財
務
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
程
十
二
支
を
正
確
に
記
す
史
料
と
し
て

紹
介
し
た
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
に
よ
る
『
勝
利
の
書
臨
の
序
章
『
世
界
征
服
者
の
歴
史
（
目
二
二
－
こ
筈
馬
鐸
）
』
の
中
に
記
述
が
あ
る
。
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
は

イ
ラ
ン
の
歴
代
王
朝
で
用
い
ら
れ
て
い
た
財
務
暦
の
変
遷
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
一
方
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
暦
は
ホ
ス
ロ
ウ
の
父
ク
バ
！
ド
の
時
代
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ラ
ー
リ
ー
暦
は
ス
ル
タ
ー
ン
・
ジ
ャ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ
デ

　
　
ィ
ー
ン
・
マ
リ
ク
シ
ャ
ー
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
行
政
官
（
掲
げ
一
占
露
国
ゆ
）
は
フ
ラ
グ
・
ハ
ー
ン
の
［
イ
ラ
ン
へ
の
］
侵
攻
か
ら
今
日
〔
ま
で
］
ジ
ャ

　
　
ラ
ー
リ
ー
麿
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
を
ハ
ー
ン
暦
と
呼
ん
で
い
る
。
あ
る
者
は
、
ハ
ー
ン
暦
は
ス
ル
タ
ー
ン
・
ガ
ザ
ン
の
時
代
か
ら
起
算
さ
れ
て
い
る
と

　
　
語
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
鴫
鋤
N
留
α
N
口
口
び
9
。
Φ
〈
”
り
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ヤ
ズ
デ
イ
ー
が
言
う
今
日
と
は
八
二
二
／
一
四
一
九
一
二
〇
年
の
こ
と
で
あ
り
罵
器
塗
d
園
丁
器
く
6
巳
、
シ
ャ
ー
ル
フ
期
（
～
四
〇
九
一
一
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ペルシア語文化圏における十二支の年始変容について（諌早）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

四
四
七
年
）
に
は
財
務
暦
と
し
て
ハ
ー
ン
暦
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
さ
ら
に
十
二
支
の
春
分
年
始
を
明
記
す
る
『
ハ
サ
ン
集
票
』
に
お
い
て
記
載
十
五
例
の
う
ち
八
例
ま
で
が
十
二
支
と
ハ
ー
ン
暦
を
併
記
し
て

い
る
。
後
の
議
論
で
重
要
に
な
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
イ
ブ
ン
・
シ
ハ
ー
ブ
は
西
イ
ラ
ン
で
行
政
官
を
務
め
て
お
り
、
そ
の
立
場
が
史
料

に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
行
政
官
で
あ
っ
た
彼
は
、
十
二
支
と
ハ
ー
ン
暦
と
の
密
接
な
繋
が
り
を
意
識
し

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
従
っ
て
、
十
二
支
は
徴
税
暦
の
中
で
も
特
に
、
ハ
ー
ン
暦
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
年
始
を
春
分
へ
と
変
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
な
ぜ
十
二
支
が
ハ
ー
ン
暦
と
結
び
つ
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
節
で
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
を
提
示
し
、

年
始
変
容
に
つ
い
て
の
推
論
を
確
た
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
ハ
ー
ン
麿
が
十
二
支
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
所
以

　
ハ
ー
ン
暦
が
十
二
支
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
所
以
を
端
的
に
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
文
書
上
と
実
際
上
の
徴
税
に
用
い
ら
れ
る
「
と
き
」
の
表
し

方
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
。

　
十
二
支
と
徴
税
の
「
と
き
」
と
の
結
び
つ
き
を
見
る
た
め
に
は
、
ま
ず
両
者
の
接
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史

料
の
中
で
、
叙
述
史
料
以
外
に
、
財
務
に
関
わ
る
十
二
支
を
記
す
史
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
文
書
史
料
、
具
体
的
に
は
領
主
の
名
で
発
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
た
勅
令
で
あ
る
。
例
え
ば
、
～
三
九
六
年
忌
一
四
〇
一
年
に
発
行
さ
れ
た
ペ
ル
シ
ア
語
文
書
、
一
四
｝
二
年
に
発
行
さ
れ
た
ウ
イ
グ
ル
文
字

　
　
　
　
　
　
⑥

テ
ユ
ル
ク
語
文
書
は
、
い
ず
れ
も
徴
税
の
年
を
表
す
の
に
十
二
支
を
用
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
微
少
な
事
例
の
み
に
基
づ
い
て
議

論
を
進
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
し
か
し
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
の
文
書
に
十
二
支
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
王
朝
の
前
後
に
存
在
し
た
政
権
の
文
書
行
政
や
テ
ィ
ム
ー
ル

朝
下
の
書
記
集
団
を
考
慮
し
た
と
き
に
説
得
力
を
持
つ
も
の
と
な
る
。
ま
ず
、
こ
の
よ
う
に
十
二
支
を
文
書
に
用
い
る
習
慣
は
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
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に
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
か
ら
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
勅
令
（
賢
母
轟
）
は
様
々
な
言
語
で
書
か
れ

た
が
・
モ
ン
ゴ
ル
語
や
ペ
ル
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
＋
二
支
が
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
舳
・
さ
ら
に
小
野
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
ば
、
ラ
テ
ン
語
書
簡
に
も
十
二
支
が
音
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
の
文
書
行
政
に
お
い
て
は
、
年
を
表
す
の
に
十
二
支
が
用
い
ら

れ
て
い
た
。

　
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
で
文
書
行
政
を
担
っ
た
ウ
イ
グ
ル
人
書
記
が
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
に
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
史
料
か
ら
見
て
取
る
事
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

出
来
る
。
彼
ら
は
史
料
に
お
い
て
パ
フ
シ
i
（
σ
賃
鰹
）
と
記
さ
れ
る
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
の
パ
フ
シ
ー
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
文
献
が
数
点
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

っ
て
お
り
、
先
の
ウ
イ
グ
ル
文
字
テ
ユ
ル
ク
語
文
書
も
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
十
二
支
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
滅
亡
後
、
そ
の
王
族
が
イ
ン
ド
に
逃
れ
て
建
て
た
王
朝
で
あ
る
ム
ガ
ル
朝
の
財
務
に
関
わ
る
行
政
文
書
に
は
十
二
支

が
使
わ
れ
る
こ
と
が
ハ
ー
レ
の
研
究
罠
冨
話
一
廓
触
か
ら
分
か
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
王
朝
の
行
政
文
書
に
十
二
支
が
使
わ
れ
て
い
た
事
例

は
そ
れ
以
前
に
は
無
く
、
そ
れ
が
テ
イ
ム
ー
ル
朝
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
ム
ガ
ル
朝
で
使
用
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

十
二
支
の
年
始
が
立
春
・
春
分
の
い
ず
れ
か
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
ハ
ー
レ
は
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
王
朝
自
体
の
状
況
に
加
え
、
前
後
に
存
在
し
た
政
権
の
状
況
や
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル
人
初
期
の
存
在
を
考
慮
す

れ
ば
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
の
勅
令
に
お
い
て
十
二
支
が
徴
税
の
「
と
き
扁
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
際
に
徴
税
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
と
き
」
は
、
地
域
に
よ
っ
て
は
勅
令
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
シ
ャ
ー

ル
フ
期
の
徴
税
の
「
と
き
」
が
十
二
支
で
は
な
く
、
ハ
ー
ン
暦
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
た
だ
、
「
地
域
に
よ
っ
て
は
」

と
留
保
し
た
の
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
は
王
朝
創
設
当
初
か
ら
ハ
ー
ン
暦
を
財
務
暦
と
し
て
用
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
王
朝
の
全
領
域
で

ハ
ー
ン
暦
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
は
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
勃
興
し
た
王
朝
で
あ
り
、
ハ
ー
ン
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
イ
ラ
ン
の
イ
ル
ハ
！
ン
朝
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
が
ハ
ー
ン
暦
を
使
用
し
始
め
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

テ
ィ
ム
ー
ル
が
旧
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
領
域
を
そ
の
版
図
に
収
め
て
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
行
政
機
構
が
未
解
明
で
あ
る
こ
と
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は
序
章
で
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
マ
ン
ツ
が
言
う
よ
う
に
、
行
政
機
構
は
二
つ
の
デ
イ
ー
ワ
ー
ン
か
ら
な
り
、
一
つ
は
ほ
ぼ
イ
ラ
ン
官

僚
を
人
員
と
し
、
徴
税
や
書
信
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
～
つ
は
お
そ
ら
く
テ
ユ
ル
ク
を
人
員
と
し
、
軍
事
を
扱
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
関
し
て
は
一
般
的
な
同
意
が
あ
る
冒
き
N
b
。
O
O
刈
”
刈
甲
。
。
O
］
。
従
っ
て
、
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
か
ら
王
朝
は
変
わ
れ
ど
も
実
際
に
徴
税
に
携
わ
っ

た
人
員
は
変
わ
ら
ず
イ
ラ
ン
の
民
で
あ
り
、
彼
ら
は
従
来
ど
お
り
ハ
ー
ン
暦
を
徴
税
の
基
準
と
し
て
用
い
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ハ
ー
ン
暦
が
旧
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
領
域
に
お
い
て
徴
税
の
「
と
き
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
三
九
六
年
に

ナ
フ
チ
ヴ
ァ
ー
ン
の
封
土
に
関
し
て
出
さ
れ
た
勅
令
を
見
る
と
極
め
て
興
味
深
い
事
実
が
判
明
す
る
。
ナ
フ
チ
ヴ
ァ
ー
ン
は
ア
ラ
ス
川
の
北
側

に
存
在
し
、
通
常
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
領
域
と
見
な
さ
れ
る
、
モ
ン
ゴ
ル
の
下
で
重
要
性
を
高
め
た
都
市
で
あ
麺
。
つ
ま
り
旧
イ
ル
江
差
ン

朝
領
域
の
都
市
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
は
一
三
九
三
年
よ
り
テ
ィ
ム
ー
ル
の
三
男
ア
ミ
ー
ラ
ー
ン
シ
ャ
ー
の
所
領

と
な
っ
て
お
り
［
川
口
・
。
O
O
8
0
血
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
直
接
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
従
っ
て
こ
の
勅
令
は
、
徴
税
に
ハ
ー
ン
暦
が
用
い

ら
れ
て
い
た
地
域
に
対
し
て
冠
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。
そ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
タ
ー
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
・
ハ
ー
ン
　
ザ
イ
ン
・
ア
ビ
デ
イ
！
ン
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ミ
ー
ラ
ー
ン
シ
ャ
ー
・
キ
ユ
レ
ゲ
ン
我
ら
が
二
　
繭
葉

　
　
　
ス
ル
タ
ー
ン
・
サ
ン
ジ
ャ
ル
と
ナ
フ
チ
ヴ
ァ
ー
ン
・
テ
ユ
メ
ン
の
宮
吏
・
役
人
・
管
理
官
た
ち
は
以
下
の
こ
と
を
知
る
よ
う
に
。
（
中
略
）

　
　
　
我
ら
は
ジ
ュ
ー
ラ
ー
ハ
村
の
税
収
を
彼
に
ソ
ユ
ル
ガ
ル
と
し
て
授
与
す
る
。
従
っ
て
、
彼
は
ネ
ズ
ミ
年
の
初
め
か
ら
（
驕
。
N
ぎ
菖
轟
．
高
の
剛
9
雪
旨
）
そ

　
　
の
地
の
産
物
と
税
収
を
税
率
に
応
じ
て
受
け
取
り
、
自
身
の
生
活
や
出
費
の
た
め
に
使
う
こ
と
と
な
る
。
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蒋
Φ
評
Φ
汁
Φ
δ
ミ
n
罐
］

　
こ
の
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
暦
が
実
際
の
徴
税
に
用
い
ら
れ
て
い
た
地
域
に
お
い
て
も
、
勅
令
に
お
け
る
徴
税
の
「
と
き
」
は
十
二
支
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
勅
令
を
受
け
と
っ
た
行
政
官
た
ち
に
と
っ
て
、
十
二
支
の
年
始
は
実
質
的
に
、
実
際
の
徴
税
期
と
同
じ
春
分
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
理
解
が
、
イ
ラ
ン
の
行
政
官
で
あ
っ
た
イ
ブ
ン
・
シ
ハ
ー
ブ
の
著
し
た
『
ハ
サ
ン
試
薬
』
で
の
十
二
支
の
春
分
年
始
の
明
記
に
繋
が
っ
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て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
十
二
支
の
変
遷
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
十
三
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
と
と
も
に
ペ
ル

シ
ア
語
史
料
に
記
さ
れ
始
め
た
十
二
支
は
、
当
初
モ
ン
ゴ
ル
の
帝
国
暦
と
し
て
彼
ら
が
用
い
て
い
た
中
国
暦
の
年
表
記
で
あ
り
、
そ
の
年
始
を

立
春
に
お
い
て
い
た
。
た
だ
、
帝
国
暦
が
廃
れ
た
後
も
、
立
春
年
始
の
十
二
支
は
こ
の
世
界
で
使
い
続
け
ら
れ
て
い
た
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
に

な
る
と
、
イ
ラ
ン
で
は
、
実
際
の
徴
税
に
お
い
て
は
春
分
を
年
始
と
す
る
ハ
ー
ン
暦
が
使
わ
れ
る
一
方
で
、
勅
令
の
中
で
は
徴
税
の
「
と
き
」

に
立
春
年
始
の
十
二
支
が
使
わ
れ
る
と
い
う
並
立
状
況
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
状
況
が
続
く
中
で
十
二
支
は
、
特
に
イ
ラ
ン
の
行
政
官
た
ち
に
よ

っ
て
、
実
際
の
徴
税
期
と
同
じ
春
分
を
年
始
と
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
理
解
が
行
政
官
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
ハ

サ
ン
集
史
』
に
反
映
し
た
。
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①
骨
壷
巴
①
貫
ω
類
．
，
＜
践
8
の
図
冨
の
陰
・
巳
O
腎
鼠
β
・
お
O
。
。
巴
ぎ
窪
Φ
9
§
－

　
践
①
ω
o
鵠
ω
賦
ヨ
；
曜
b
σ
軸
ミ
§
暑
駄
、
ぎ
勲
ぎ
。
、
駄
き
鳴
O
識
§
ミ
い
ミ
ミ
驚
儲
る
レ
リ
G
。
O
．

　
P
O
O
◎

②
た
だ
し
『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
に
関
し
て
は
、
△
三
／
　
四
二
七
⊥
天

　
年
の
記
述
も
含
ま
れ
る
な
ど
、
ヤ
ズ
デ
イ
ー
に
よ
っ
て
随
時
補
綴
が
な
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
［
〉
民
。
お
Φ
9
b
。
b
。
卜
。
］
。

③
こ
の
記
述
で
は
ハ
ー
ン
暦
は
ジ
ャ
ラ
ー
リ
ー
暦
を
名
称
変
更
し
た
も
の
と
し
て

　
扱
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
ハ
ー
ン
暦
は
ジ
ャ
ラ
ー
リ
t
暦
と
同
じ
く
ノ
ウ
ル
ー
ズ

　
を
年
始
と
し
て
お
り
、
徴
税
日
の
観
点
か
ら
言
え
ば
意
識
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な

　
い
。
た
だ
、
ハ
ー
ン
暦
は
日
没
後
に
太
陽
が
春
分
点
を
通
過
し
た
場
合
、
翌
日
を

　
ノ
ウ
ル
ー
ズ
と
す
る
。
月
名
に
関
し
て
ジ
ャ
ラ
…
リ
ー
暦
は
イ
ラ
ン
暦
特
有
の
も

　
の
を
使
う
の
に
対
し
、
ハ
ー
ン
暦
は
テ
ユ
ル
ク
語
の
月
名
を
使
う
［
ω
塁
罫
〉
■
雪

　
§
Q
9
聴
こ
ミ
。
遷
§
鋤
貯
ミ
層
2
Φ
毛
嘱
。
誉
一
〇
。
。
一
も
舘
り
］
。

④
閃
興
簿
Φ
’
ダ
艶
愚
罵
ミ
§
磁
§
ミ
鴨
辱
§
貯
ぎ
き
ミ
轟
§
誉
欝
じ
d
琶
磐
①
の
戸

　
一
㊤
謡
も
や
①
Q
。
よ
μ
譲
る
9

⑤
U
①
ξ
｝
．
、
、
q
昌
ω
o
署
薦
9
乙
三
ぎ
。
巨
山
Φ
の
蘭
町
自
2
ゆ
三
雲
器
0
9
ぴ
Q
o
再
①
．
．
噛

　
冒
N
ミ
ミ
、
》
鴇
ミ
嘗
§
卜
。
心
q
」
8
刈
も
．
誤
伊

⑥
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
胃
口
鼠
コ
、
○
‘
O
ミ
ミ
隷
曼
§
N
沁
ミ
幕
鷺
ぎ
ミ
長
H
ω
鼠
部
－

　
σ
9
一
㊤
禽
も
や
㎝
？
頻
杉
山
正
明
「
モ
ン
ゴ
ル
命
令
文
研
究
導
論
－
真
定
路

　
元
老
鴬
開
化
寺
聖
旨
碑
の
呈
示
を
か
ね
て
」
噸
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
大
元
ウ
ル
ス
』

　
京
都
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
四
年
）
、
三
七
ニ
ー
四
〇
二
頁
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
な
お
ト
ゥ
ラ
ン
の
研
究
書
に
関
し
て
、
デ
ル
フ
ァ
ー
は
、
そ
れ
を
十
二
支
研
究
の

　
も
の
と
し
て
は
最
も
詳
し
い
も
の
と
評
し
て
い
る
［
U
o
Φ
筏
興
6
①
。
。
山
側
9

　
H
＜
卜
。
心
。
。
］
。
入
手
困
難
な
同
書
を
取
得
で
き
た
の
は
、
今
旦
浩
二
氏
と
今
松
泰
氏

　
の
ご
厚
意
の
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
。

⑦
小
野
浩
門
と
こ
し
え
な
る
天
の
力
の
も
と
に
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
　
π
中

　
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
統
合
9
－
1
6
世
紀
輪
岩
波
書
店
（
一
九
九
七
年
）
、
二
〇
〇
買
。

⑧
パ
フ
シ
ー
と
い
う
雷
葉
は
中
国
証
叩
の
「
博
士
」
に
由
来
す
る
と
も
言
わ
れ
、
イ

　
ル
ハ
ー
ン
朝
期
か
ら
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
を
経
て
ム
ガ
ル
朝
期
の
史
料
に
も
現
わ
れ
る

　
が
、
そ
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
。
デ
ル
フ
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ア
ー
は
、
「
パ
フ
シ
ー
」
が
意
味
す
る
も
の
が
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
、
門
仏

　
僧
扁
↓
「
政
務
を
行
う
書
記
官
と
し
て
任
じ
ら
れ
る
仏
僧
」
↓
門
軍
政
に
お
い
て

　
任
じ
ら
れ
る
轡
記
官
」
と
、
意
味
を
変
え
て
い
く
こ
と
を
伝
え
る
［
U
o
Φ
臥
韓

　
一
り
①
。
。
∴
ミ
9
口
b
。
Σ
幽
認
］
。

⑨
テ
ィ
ム
…
ル
朝
期
パ
フ
シ
…
の
活
動
に
関
し
て
は
［
＞
a
ρ
ρ
§
ミ
ミ
ミ
蹄
ぎ

　
寧
、
職
越
ミ
き
懸
ミ
寒
“
．
蹄
N
寒
§
防
＆
、
9
譜
蒜
ミ
凄
ミ
喧
N
ミ
い
§
、
§
題
ミ
馬
無
。
勘

　
ミ
ミ
浴
ミ
ミ
、
雪
焼
§
紅
ミ
N
軋
■
§
職
N
働
鳶
ミ
隷
§
職
ミ
ひ
切
韓
ぎ
」
㊤
8
も
．
卜
。
G
。
良
戸

　
一
〇
）
］
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
パ
フ
シ
ー
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
文
献
と
そ
れ
が

　
十
二
支
を
記
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
登
霞
雪
一
逡
ビ
＄
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑩
ハ
…
レ
は
判
断
を
保
留
し
て
い
る
も
の
の
［
囚
冨
お
6
㎝
卜
。
山
O
山
昌
、
ム
ガ
ル

　
朝
に
お
け
る
十
二
支
の
年
始
は
立
春
年
始
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ム
ガ
ル
朝

　
史
料
『
ア
ク
バ
ル
会
典
』
は
、
暦
法
に
つ
い
て
述
べ
る
章
の
中
で
立
春
年
始
の
ヒ

　
タ
イ
暦
（
↓
中
頃
目
囲
－
凹
　
×
肖
叶
麟
曜
）
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
、
十
二
支
を
年
表
記
と
す

　
る
テ
ユ
ル
ク
暦
（
日
鋤
「
回
×
1
【
臼
⊆
門
貯
剛
）
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
暦
体
系
は
年
と
日

　
を
十
二
周
期
で
数
え
る
こ
と
を
除
い
て
中
国
暦
と
同
じ
だ
と
語
っ
て
い
る
か
ら
で

　
あ
る
［
》
σ
口
9
・
τ
閃
器
〒
史
o
o
7
ヨ
9
。
昌
口
”
b
。
鵡
山
認
］
。
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
十

　
二
支
の
年
始
変
容
は
春
分
に
徴
税
日
を
置
く
イ
ラ
ン
の
伝
統
と
密
接
に
関
わ
っ
て

お
　
わ
　
り
　
に

　
い
る
も
の
の
、
イ
ン
ド
の
徴
税
日
は
春
分
を
基
準
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

　
で
あ
る
。

⑪
実
際
に
ハ
ー
ン
暦
が
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
の
行
政
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同

　
王
朝
ア
ブ
ー
・
サ
イ
ー
ド
期
（
＝
一
二
六
1
＝
二
三
五
年
）
の
文
害
に
実
例
が
見

　
ら
れ
る
上
［
麟
Φ
罎
ヨ
き
戸
ρ
㌔
鴨
越
詠
ら
ぎ
9
尋
ミ
蹴
§
譜
、
さ
℃
寒
、
§
N
鴨
融

　
ぎ
、
・
ミ
ミ
窪
ミ
要
望
妻
δ
ω
σ
巴
窪
．
b
。
O
O
心
も
P
一
〇
b
。
．
一
〇
刈
】
、
同
王
朝
治
下
の
フ

　
ァ
ー
ル
ス
で
行
政
官
を
務
め
て
い
た
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
フ
が
自
ら
の
史
書
の
中
で
ハ
ー

　
ン
暦
を
頻
繁
に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
［
窯
Φ
ζ
竃
む
O
停
Φ
刈
（
o
．

　
8
｝
］
。
加
え
て
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
滅
亡
の
後
も
、
そ
の
領
域
で
ハ
ー
ン
暦
が
使
わ
れ

　
続
け
て
い
た
こ
と
が
、
＝
二
四
九
年
と
；
一
六
九
年
に
出
さ
れ
た
文
書
か
ら
分
か

　
る
日
Φ
霞
営
二
歳
N
8
戯
」
も
Q
駆
篇
①
①
］
。

⑫
旧
イ
ル
ハ
ー
ン
朝
領
内
と
は
、
具
体
的
に
は
ア
ム
河
以
西
の
現
在
の
イ
ラ
ン
商

　
原
か
ら
ア
ナ
ト
リ
ア
東
部
ま
で
と
イ
ラ
ク
を
指
す
［
岩
武
昭
男
「
イ
ル
・
ハ
ー
ン

　
朝
」
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』
岩
波
轡
店
（
二
〇
〇
二
年
）
、
～
七
八
頁
］
。

⑬
冨
ω
茸
鋤
農
①
．
ρ
§
秘
隠
§
駐
ミ
偽
ミ
§
N
9
§
ぎ
、
鴨
、
9
ヨ
σ
匿
ぴ
q
Φ
篇
8
9

　
や
一
望

　
こ
う
し
て
徴
税
の
「
と
き
」
と
な
っ
た
春
分
1
ー
ノ
ウ
ル
ー
ズ
を
年
始
と
す
る
十
二
支
は
、
ノ
ウ
ル
ー
ズ
の
祝
祭
の
浸
透
と
共
に
、
テ
ユ
ル

ク
・
モ
ン
ゴ
ル
、
イ
ラ
ン
を
問
わ
ず
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
の
人
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
が
イ
ラ
ン
の

地
に
侵
攻
し
て
か
ら
三
百
年
以
上
の
ち
、
遅
く
と
も
十
六
世
紀
に
は
元
来
イ
ラ
ン
の
慣
習
で
あ
っ
た
ノ
ウ
ル
ー
ズ
の
祝
祭
が
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ン
ゴ
ル
の
間
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ノ
ウ
ル
ー
ズ
の
普
及
に
伴
っ
て
そ
れ
を
年
始
と
し
た
十
二
支
も
、
民
間
の
「
と

き
」
と
し
て
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
特
に
イ
ラ
ン
で
は
今
日
ま
で
用
い
ら
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
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ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
お
け
る
十
二
支
の
年
始
は
、
ま
ず
イ
ラ
ン
に
お
け
る
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
行
政
官
た
ち
に
よ
っ
て
春
分
年
始
の
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
叙
述
史
料
の
中
で
そ
の
こ
と
が
最
も
早
く
現
れ
る
の
が
、
イ
ラ
ン
の
行
政
官
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
テ
ィ
ム
ー
ル
朝

中
期
の
史
料
『
ハ
サ
ン
集
魚
』
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
変
容
の
時
期
を
示
す
と
す
れ
ば
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
が
旧
イ
ル
ハ
！
ン
朝
の
直
接
支
配
を

始
め
る
＝
二
入
○
年
代
か
ら
『
ハ
サ
ン
逸
史
』
が
著
さ
れ
た
一
四
五
三
年
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
十
二
支
の
年
始
の
変
容
を
追
う
こ
と
は
同
時
に
、
十
二
支
と
い
う
「
と
き
」
が
変
質
し
て
い
く
過
程
を
追
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
十
二
支
は
、

最
初
に
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
っ
て
帝
国
暦
、
つ
ま
り
為
政
者
の
「
と
き
」
と
し
て
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
為
政
者
の

「
と
き
」
で
な
く
な
っ
た
後
も
、
文
書
上
で
は
徴
税
の
「
と
き
」
と
し
て
用
い
ら
れ
続
け
、
実
際
の
徴
税
の
「
と
き
」
と
融
合
し
て
年
始
を
変

え
る
。
そ
し
て
そ
の
後
は
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
か
イ
ラ
ン
か
を
問
わ
ず
、
広
く
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
の
民
の
「
と
き
」
と
な
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　
最
後
に
、
十
二
支
の
年
始
変
容
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
の
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
の
文
化
接

触
の
側
面
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
、
結
び
に
代
え
た
い
。

　
十
二
支
の
年
始
変
容
は
、
支
配
者
で
あ
る
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
の
用
い
る
「
と
き
」
に
対
す
る
、
イ
ラ
ン
行
政
官
の
理
解
の
反
映
で
あ
っ

た
。
こ
の
事
実
は
、
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
が
係
わ
り
合
っ
た
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
行
政
構
造
が
、
両
者
の
文
化
接
触
に
果
た
し
た

役
割
を
如
実
に
物
語
る
。
今
後
は
、
本
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
と
イ
ラ
ン
と
の
混
清
の
あ
り
よ
う
が
、
冒
頭
で
並
べ
た

テ
ィ
ム
ー
ル
朝
研
究
史
の
諸
問
題
の
解
決
に
い
か
に
寄
与
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
残
さ
れ

た
課
題
の
大
き
さ
を
実
感
し
つ
つ
も
、
「
と
き
」
が
こ
の
時
代
の
歴
史
研
究
に
果
た
す
こ
と
の
出
来
る
役
割
の
大
き
さ
も
ま
た
強
く
感
じ
る
次

　
　
　
②

第
で
あ
る
。

　
①
後
藤
裕
加
子
「
宮
廷
儀
礼
と
し
て
の
ノ
ウ
ル
ー
ズ
ー
十
六
世
紀
後
半
サ
フ
ァ
ヴ
　

②
本
論
の
も
と
に
な
っ
た
神
戸
大
学
で
の
修
士
論
文
作
成
の
際
に
は
、
清
水
和
裕

　
　
イ
ー
朝
宮
廷
と
ム
ガ
ル
朝
宮
廷
の
比
較
か
ら
」
凹
人
文
論
究
隔
五
五
／
二
（
二
〇
　
　
　
　
　
氏
並
び
に
自
身
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
真
下
裕
之
氏
に
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど
貴
重
な

　
　
〇
五
年
）
、
九
七
－
九
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
指
摘
を
賜
っ
た
。
最
後
に
記
し
、
謝
意
を
表
す
。
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ペルシア語文化圏における十二支の年始変容について（諌早）

シャールフ期以降十二支韓黒表

事詳 ヒジ』蒲 甜縮 十二支 甜臨 昌 B 鯛
1 ビーキー誕生 81曄ジュマ扁外1月10日鯉日 1‘12年明18駐 展 川2年2月囎～ 0 O 恥ぬ棚一

2 齢一〃フの枢卿馳→啓爵 個1劇 14綜搬38酎 タ偬翻 141ξ享塀2ヨ～ ム 0 楠飯珊『

3 ス浄タrン・ムハン詳1蘇フ万1→4錨 卿亭 1存5宰塀四酎 勲ト瑠1弱勿 1μ捧碍η8細 ム 4 1加717縞

4 沖級フ醗 鋪力伽「てルシ督欝匂 催摩〃1178四 旛初4§

5 瀞ターシ・ムハン罵1ハ映シ愛齢鱒 爵仰→督1纏1 閥轄158〃 的5跡47

6 7郭、7痂イー瑚 餌享 ㈱亭班148御 勲1→曹147彰 閥享鋸5θ四 κ κ ノ伽17£

7 ス浄タrン・ムハン郭：4スフガ1→4鱗道 1轟摩謝98〃 ε鋤斗一シ聲14律ノ 縛亭塀5θ細 楠獅葡

8 ス浄ターシ・ムハン轡：フ醐ζ夢庄 獅享 1裕埠塀ヨ～ 却L一摺1幻斜 1柳寧朗28閥 o ム 的；ヨσ57雪

9 〃クンゾ励一シ・ハゲン・伽一ら看吻マーシ燗轡 茨 1緬1字罎8四 旛ぞ17刀

1
0

サイイド●シ㌻ルワー二嘱）ケルマいン支配康錯 晒年サファル月20日 1栃1鱒月2旧 未 葡年2月2日～ o O ｝隔鋤124

1
1

スルターン酬ンマドの琵 晒年ズーア舵ッジャ月中句 1‘51年12月2昭～ 宏 1451年2月2日～ △ O 日己脚伽

1
2

バグー浄・ス鯉→¢帰マ瑠 勲L→蕾15劇 襯寧耀詔紺 飾”σ171

1
3

ゲ捌∴シ秘フーニーの妨マ→鷲 ξ辞 縦奮卿ヨ紺 靴1→膏15劇 襯寧縛22θ紺 o 4 簡簿55

1
4

帰マ→のククフ鯉財6講 8絆 齪宰榔βμ 孕 縦享耀溜紺 σ 4 旛摺1qg

1
5

ヤール・アブマドのケルマいン翻 脚年シゥア序ン月魍閥日 1欄年明1昭 酉 1娚年2月咀～ 0 o ｝b蹴154

1
6 糖緬妨醸戻 百 1樹寧2β95舟 肋獅1濯

1
7

サンジ柳、ケルマ㎞ン鶴膿 細年ズい・アルカァダ月8日土罐日夜 1‘53年11月1咀 薗 1娚年2月9日～ 0 o ｝』獅1蔦

1
8

え瀞ターン・イ方rど「4のヘラー5β餐 価劇 1侮奮∫棚θ卍 ヨ偬翻 欝淳搬53卍 ム 4 ＆麟F甜1
1
9

カカユ瑠切ヘラー防餐 罐勢 1購朋9θ紺 葺偬削 ㈱掌塀紹酎 ム 4 畠撚騨E837

Aは立春年始に日付が合致するかどうか。
Bは春分年始に合致するかどうか。
○　完全に合致。

△　合致しない可能性あり。

×　完全に合致しない。

　典拠の記号と史料の略号との対応は以下の通り。

Shami一［SamT－Tauerl

Natanzi．［NatanzT－AubiR］

Yazdi”．IYazdT一‘AbbasT］

Hafiz“”E耳afi4・Tauer］

Hafiz→【耳afiz－JawadTl

Hasan一［Hasan－Agar］

Samarqandi－ISamarqandT－Nawa’T］

斜字は、十二支がヒジュラ暦に先んじて轡かれている箇所であることを表している。
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ティムール期十二支対照表
事件 ヒジュラ暦 酉暦換箆 十二支 西暦換茸 汽 B 典拠

1 テイム』ル、フサインへの反抗を決意 7η高歌 1375年秋 域 1370年1月28日～ X X yδzdiI91
2 ソユルガトミシュ四位 771年ラマダーン月紐日水曜日 1376年4月9日 浅 1370年1月28日～ O O Y血zdiI蔦8
3 沸4「託騨δク〃ρタゲ疎 7ア3享 ア37ア寧〃7ア58一 藩儒ノ ∬7搾；翻 x κ 焔自㎜’29ア

4 η2年 1370年7肩26Eト 亥 1371年τ月18日～ △ △ Yazd己169
モグーリスターン蓮征 η3年後期 1371年7月15日～ 亥 1371年1月18日～ X X Ho奮iz　295

　
6

η3年 紛71年7月焉日～ 蜜 1371年1月18日～ △ △ Sha掘i　64

フ 惹ンデ・ハぬム罐費 〃4寧 ア372寧凋3θ～ デ華 73及寧暮 κ x 蘭儲癬器5
ヂ r3出潮5θ一 働3〃ガ65Ω

U
　
q
V

第一汝木ラズム遠征
773碕…悪 1372無の轟 子 1372年2月6日～ o O Yazdi　Iη5

刀4庫ラマダーン月 1373隼2月24日～ 丑 1373年1月25B～ 0 △ Y冶zdiI182
0
　
、
悪
　
　
－

第二次ホラズム漣征
o｝75年暮 13了4年罧 丑 13了3年三月2珀～ ム △ Sh訓晦田S．罰a雪iz　35

O｝76隼 1374年6月12B～ 寳 13了4爾月葉2日～ △ △ Sh盈mi　68
2
　
肖
δ
1
　
　
1

ジャハーンギールの緑組
775年シャウワール荊 13胴年3月16B～ 寅 13了4年毛月四日～ o O Yazdi　I　132

（776年）シャウワール月一 1375年3月5B 卯前期 13了5年2月2日～ O X YazdiI　189
4
1
　
5
1
　
　
1

モグーリスターン一山
“｝7丁年シャアバーン月1日 1375年12月26日 卯 1375年2月2日～ O 0 Sha而69
7瀞年 7377期アθθ～ 爵 ア376寧夢 π κ 悪血鳳〃4κ

6
　
了
　
8
1
　
　
1
　
　
1

糖三次本ラズム達征 η7無憲初 1376無悪 辰 13マ6年て月22日～ o Q Ydzdi三194
刀8犀ノウルーズ 137三年3月百日 展 137δ年1月22日～ X X Shami　71

19 ジャハーンギールの死 了η年 紛75年6月2El～ 展 コ3マ6年1月22日～ △ △ Yozdi　I　201

20 ウ〃ζ・ハーシ討茄 鍛斑 ア37跨鋸22θ細 層∫205
21 亭プデヤク翻働，5の耀 778寧 ア375李胡2∫8～ ε赫 1377寧鋸9θ～ o σ 層！2αヲ

η8隼後期 1376年5月21日～ 巳 137三年2肩9臼～ O O Yozdi　I　2D9
ウ
」
　
ハ
」
2
　
2

トクタミシュをスィグナークに漂溝
78B年 1378年4月30日～ 巳 13刀年2月9臼～ X X 晦fiz　42－3

24 シ虐’吻ン麟 2φ離 1377棚98四 均”！2加
25 ヴイフ・7ンデイーン砂左ジぜ傭，ら薦落 ヂ 13刀鋼β3曜～ 掬瀞∫2∫5

780年置ャウワール月 1379年1月218～　未断 1379痢月19日～ O X Y毒z毬iI　216
6
　
7
　
8
2
　
2
　
2

第四次ホラズム漣鉦出登 澗7寧 73”糊ノ9ヨ～ 求山田 ア3乃享蓼 ム 4 焔傷面3偲

781年 1379年4月19日～ 朱 1379年胴19B～ △ ム Sharni　79

29 繍ム癬鯉 悪罵 ”再訴”β岬 茨 ア3乃傘耀紹8紺 ゐ ム 櫓譜『∫22∫

30 アク・サライ甦致 731年後期 霊379年4月19日～ 甲悪 1380年春 o O Yazdi　I　22竃

31 ξ一ラーン・シギー塵酋ラーヴー己4笥辮菱 沼2李 翻σ期78（’ 蟹 1380轍 o o 濡幕』∫225

乃2寧繍 凋8σ華砺78紺 蔵灘 蒲8ア傘醒253即 o ム 藁薦』■227
ウ
辱
　
3
3
　
◎
9

づラン一一爵
膠3傘 詔87傘鯉88四 酵 雨霧葦 o o 舶自㎜’507

34 ヘラート征澱 783年ムハッ5ム月 1381年3月28日～ 來or酉 （酋）1381年1月26 O O Y己zdiI236
35 キラート城攻略 祀4年ラビーウ夏月上旬 コ382年5月15日～ 戌 1382隼1月15日～ O O Yazdi　I　249

36 ディルシャード・7一ガーの死 マ85無 1383無3月7日～ 亥 毛3B3年2見3騒～ △ △ Yozdi　I　26“

37 モグーリスターンへの軍派選 785年 1383年3月7日～ 亥 1383年2月38～ △ ム ￥ozdiI　261

38 帯芯繍 伽5寧 ア3醐寧3浮78御 藩初 翻3寧著靭 0 o 焔的㎜’3ア9

39 窮＝｝矢マーザンダラーン遠薫陸始 786年 1384年2月24El～ 子 1384年1月23日～ △ △ Sh凸臓塞i　g4－5．Y翁zdi　1276

40 スルターニーヤからの帰山 787年 1385年2月12日～ 丑 紐85年2月10日～ △ △ YねzdiI　284

（り

nq
艨j

Qq
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叶
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0
9
紳
熱
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肚
e
枢
口
十
ゆ
む
嶋
9
國
ξ
転
纏
ト
あ
ム
へ
て

41 三年戟役桑子 788年 1386年2月2a～ 寅 1386年1月31日～ ム △ Yazdi1287
42 フィールーズターフに到碧 788年 葉386舞…2月2日～ 寅 1386年1月31日～ △ ム Sha而g8
43 バルダウへ毘発 789年厳期 1387年1月22日～ 卯 1387年三月21日～ O ム Yazdほ298
44 轟綿ム齪

ス即離 ノ358寧7／7デ1θ（’ 厩 脚8年差8湘 ム ム 層∫322
45 トクタミシュがティムール1こ向けて出兵 7go驚…後期 1388年二月稲臼～ 贋冬初 稔B8年2月9琶～ O O Yazdi　I　332

46 シル河を渡る 791年5ビーウ卍巴 1389年2月28日～ 巳 総89年1月28B o △ Yazdi　I　334

47 サマルカンドへ出発 了91年シャアバーン月1589曜日 1389年8月9日 巳 138§年1月28臼 O O Ydzdi互349
48 ク〃ρタゲ疎 ス鯉事 娚9傘鯉σθ～ ヂ蕃 ア3即寧薔 o o ゐ”－352

793無ラジ蛇胴15日昼 1390琿6月18日 未 1391隼2月5日～ o O 匿こtonzi　348q
V
O
4
　
5

クンドゥズチャの戦い
793無ラジャブ月15日月曜日昼 139埆…6月188 未 13鱗年2月5日～ O O YδzdiI381

51 サマルカンドへの四這 794卑 1391年11月29B～ 寧 τ391年総月25日～ △ △ Ydzdi　I　401

794年ラジやゴ月 1392年5月24日～ 申 1391年12月25ヨ～ o O Shami　125－6
2
　
3
5
　
翼
）

五年戦役聞始
794年ラジャブ月15日金曜9昼 紛92年6月8日 串 1391年12月25B～ 0 O Natanzi35tYazdi豆405

瀞5傘ヴフ茄溜4房播ヨ昼 7393座配θ 百 ア3留章2酒1／28酎 x κ 倫闇黒352
4
　
5
5
　
ド
0

マーザンダラーンを磁発
795無…サフア」レ月24日木曜≡ヨ垂邑 1393年1月9B 酉 1393年2月12日～ X X S二幅ni　129

56 シーラーズへ出発 795年ラビーウ凱月25日月曜臼昼 1393年3月10B 酉 1393年2月12日～ O X YむzdiI428
57 ジュワイムに到着 795年ジュマ鞠ダ㎞1月14日金曜日 1393年3月28臼 醗 1393年2月12日～ O O Yazdi　I　433

58 バグダードへ出発 了95年シャウワール月13日金曜日昼 1393年8月22日 酉 雀393無2月12臼～ ◎ o Yazdi　I　449

59 ティクリート征籔 （了96年）ムハッラム月25日月曜9昼 1393年二月30日 函 1393隼2月12日～ O O Y6zdほ466
60 ウマル・シャイフの死 796年ラビーウ1月 1394年二月4日～ 酉（冬） 1393年2月12日～ △ O Yδz繧ほ4了4

61 ウルグ・ベク誕生 796年ジュマーダー1月19日日曜日墜 139三無3月22日 虞 1394年2月1日～ O O Yazdi　I　482

62 テレク河岸の戦い 797年ジュマーダー■屑22B木曜日昼 1395年4∫蓬148 亥 1395年1月22日～ O O Yazdi　I　530

63 チェルケスへ分隊派斌 79ε年 1395年10月16B～ 子 董396年2月10日～ △ △ Sh鋤mi旙2．　Hafiz　119

6噂 冬窪地を出発 798年二二 1396年暴靭 子 1396無2月10日～ O O Yazdi　I　553

65 ハマダ→’耳鼻 乃8李シヤウ7一粥アア8万曜β蚕 ア”5傘z厚拓θ 鰻 7395鰐7アσβ紺 0 o 掬副『∫554

66 アミーラーンシャーの落葛 798年秋 1396隼秋 子 1396年2月10日～ O O Yazdl巫14了

67 北の田の奮殿の唾罵 799無ジュマーダー豆月 1397隼3月2巳～ 簸 1397痢月30日～ o △ Y盈zdiI572
68 シャールフ、アム河を渡る 799隼シヤアバーン月 1397年4月28日～ 丑 1397年τ月30日～ O O Yazdi　I　574

69 バイスングル三生 刃9年ズール・ヒッジャ月21日金曜8夜 1397年9月15B 丑 1397年1月30日置 O O Yozdi　I　576

70 インド遠征開婚 80D辱ラジャブ月 1398年3月20日～ 寅 書393年1月19琶～ 0 0 Yごzd湿2響

7准 インダス渡河 801年ムハッラム月12日火曜日昼 1398年9月24日 寅 13§8年1月19B～ O o Yazdm　40
フ2 サマルカンドにおける大モスク建設 801年ラマダーン月14BB曜臼昼 1399年5月26日 卵 1399年2月7日～ Q O Yaz磁i正144

フ3 七年戦役開姑 802舞…ムハッラム月8B水躍ヨ昼（秋初） 肇399年9月10El 卯 1399年2月7日～ O O Yazdi■153
74 タ払ジスターン遺敵〉ためのク卯ク焔矯 辰砂 ㎜李鋤 路”∬ηo
75 アレッポ到着 ⑱03年）ラピーウ1月9B木曜8昼 14BB年10爲28臼 震 MOO黒月27日～ o O Yazdi亙2れ
76 ダマスカス郊外の藪い 803年ジュマー二一1月19日火曜B 1和1年1月5日 庭 1400年1昼2マ8～ O O Ydzdi亙234
7ア ダマスクスを出発 （803年）シャアバーン月4日土曜日昼 三田年3月28日 巳 1401年1月15日～ o O Yδz磁R249
7a カラ・バーグに到碧 804年ラビーウH月22日火曜日 胴01年11月29日 巳 1401年1月15日～ O o Y壱zdi豆273

ムハンマド・ジューキー誕生 804年ラマダーン月24日金曜日 1402隼4肩279 成 （午）1402年2月3日 x X Yazdi亙285
9
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アンカラの戦い 804年ズール・ヒッジャ月19B金曜闇闇 1402年7月20日 午 篭432無2月3B～ O O YazdiH　314
81 ムハンマド匿スルターンの死 8B5年シャアバーン月19日月曜日 1403年3月12B 栄 糾03年1月23B～ O O YazdiH　351

82 サマルカンドへ出発 806年ラマダーン月10日水曜日 1404年3月22日 串 1404年2月η日～ O o Yazdi遅402
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ing　the　period　followed　the　system　of　the　Jin　dynasty．

The　Modbication　of　the　Twelve－anmal　Cycle　in　the　Cultural　Sphere

　of　Literary　Persian：　A　Consideration　of　the　Twelve－animal　Cycle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Timurid　Period

by

ISAHAYA　Yoichi

The　Mongol　invasion　of　early　thirteenth　century　had　an　enorrnous　impact　on　the

cultural　sphere　of　Hterary　Persian．　This㎞pact　ranged　over　various　rea㎞s，　froln

the　political　to　the　culturaL　However，　the　Turko－Mongolian　invaders　were　also血一

且uence（圭by　Iranian　elements　characteristic　of　this　sphere．　Therefbre，鋤e㎞terac－

tion　between　Turko－Mongols　and　kan呈ans　has　been　regarded　as　a　cruc圭a至factor血

the　consideration　of　the　history　of　this　sphere　after　the　Mongo1　invasion．

　　This　paper　examines　the　confiation　of　Turko－Mongolian　and　lranian　elements

from　the　standpoint　of　time　measurements，　and　the　fdcus　of　this　paper　is　the

twelve－animal　cycle．　Due　to　the　con且ation　of　Turko－Mongolian　and　Iranian

elelnents，　time　measurements　in　this　sphere　were　modified．　This　fact　is　embodied

most　clearly　in廿1e　twelve－animal　cycle．　The乞welve－an㎞al　cycle　had　fk　st　been

used　to　represent　years　in　the　Mongol　imperia1　calendar，　wh圭ch　was　based　on　the

Ch三nese　calendrical　system（an三ma1　years）．　Theref6re，　the　beginning　of　each　animal

year　feH　on　Li－chun（立春），　which　marks　the　start　of　the　year　in　the　C㎞ese

ca正endar．　However，　the　start　of　animal　years　was　moved　to　align　With　NawrUz，　the

beginning　of廿1e　Lanian　year，　which　was　fbくed　to　the　Vernal　Equinox　at　that　time．

By　tr合cing　the　process　of　this！皿od蚤cation　and　exam㎞g　this　factor，　we　can　eluc三一

date　one　aspect　of　the　interaction　between　Turko－Mongols　and　Iranians．

　　From　prevlous　studies，　we　kmow　that　the　an圭mal　years　of　the　Timurid　pedod

（13704507），during　whiclt　the　conflation　of　Turko－MongoHan　and　Iranian　elements

is　found　in　its　most　characteristic　form，　are　important　for　exploring　this　modifica－

tion．　Surveying　an圭mal　years血Timurid　sources，　we　can　conclude　that　the　nature

of　the　animal　years　of　the　re呈gn　of　Timer（1370－1405），　the　f6under　of　the　dynasty，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
differs　from　that　du血g　and　after　the　reign　of　Sahrux（1409－1507），　his　de　facto

successor．

　　By　taklng　ar血nal　years　usuaBy　wht亀en　alongside　Hijrl　dates　from　narrative　his一
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todes　of廿1e　reign　of　T㎞｛ir　and　convert血g　both　into　the　equivalent　Christian

dates，　we　can　hlves£igate　whether塩e　stalrt　of　the　animal　years　of　the　reign　of

TimUr　fell　on　Li－chun　or　the　Verna豆Equ血ox；as　a　resu星t　we　see　that　hl　nearly　ev－

ery　source　the　Hijrr　dates　and　animal　years　do　not　correspond　perfectly，　but　only

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
in　the伽7一πδ〃zα，　comp莚ed　by　Saraf　a至一DTn’AIT　Yazdi，　are　there　no　mistakes江

出econversion　to　an丘na正years　is　assumed£o　have　begun　on　L呈一chun．　The　dates　of

YazdT’s伽プーη伽紛，　in　which　animal　years　began　on　Li－chun，　are　accurate，　and

animal　years　beghming　on　the　Vemal　Eq血ox　do　not　appear　in　othey　sources　from

this　pe痕od．　From　theseねcts，　it　can　be　seen　that　an㎞mai　years血narrative　histor－

ies　du】fing　the　re呈gn　of　Tim菰r　began　on　Li－chun．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Aconsideration　of　the　anlmal　years至ronl　the　reign　of　S血ux　onward　makes

c正ear　that　the　nature　of　armal　years　of　this　period　d匠ers　from　that　of　the　previous

period　and　provides　va星uable雌。㎜a盤on　on　this　mo（懸cat呈on．　In　the　anima呈years

of　this　pe盤od，　there　are　two　points　that　can　help　us　understand　the　reason　beh血d

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t壌smod遣cation．　F辻st　of　al，　Ibn　S丑lab，廿［e　author　ofノ諺窺〆al一罪zzσσ7魏411asani，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
which　was　written　after　the　death　of　S衰㎞ux，　and　in　which　the　animal　year　is　used

more　frequently　than加the　other　sources　of　the　period，　clear里y　mentioned　that

翫ea㎡mai　year　began　on　the　Vernal　Eq血ox．　Secon〔Xy，崩e　an㎞al　years　of面s

pe露od　some雛mes　appeared　as£he　financial　year　il　comlection　with　the　word　ma董，

or　the　land　tax．　Taking　into　account　these　two　po血ts，　we　can血fer　that　there　was

achange　and　the　animal　years　of　this　period　began　on　the　Vemal　Equinox　and

firlancia韮matters　infiuenced　this　modhication．

　　The　co㎜ection　of　anim謡years　wi吾川nancial　matters　is　found　in　documents；

concretely　in　decrees　issued　ln宅he　name　of　the　rulers　of　tke　Timudd　pehod．　The

Turko－Mongo頚an　rulers　used　an｛mal　years　in　decrees　concerning　taxation，　wh且e

Iranian　bureaucrats　co且ected　taxes　accord加g　to　the　Xan三ca里endar　in　which　the

year　began　on　the　Vernal　Eq血ox．　T麺s　is，血fact，出e　reason　that　the　start　of　the

twelve－animal　cycle　was　mod遙ed．　As　the　situation　con亡血ued，　Iranian　bureaucrats

gradua賎y‘‘rea昼zed”that　anima正years　began　on　the　Vemal　Equinox　when　tax　col－

lection　was　actuaHy　started．　Th童s　understandhlg　was魚rst　reflected　h｝fdmi‘al一

町禰癩イ珈∫α漉w盤tten　by　a　member　of　the　diwdn　of　the　dynasty，　With　the

d血1sion　of　the　celebration　of　NaWtz　among　the　Turko－Mongols，　the　anima1　years

were　thereafter　regarded　as　mark血g　the　beg圃ng　of　the　year　on　the　Vernal

Equinox　among　all　people　kl　the　cultural　sphere　o捕terary　Persian．

　　The　twelve－animal　cycle　introduced　by　Turko－Mongols　was　linl（ed　wlth£he　start

of　the　Iranian　year　and癒ereby　became　the　measure　of　time　of　the　peop圭e　of　il

the　cu墨tural　sphere　o£hterary　Persian，　regardless　of　e幅。　origin，　whether　Turko－

Mongol　or　Iranian。　This　fact　reveals　that　the　structure　of　tlte　Tirnurid　administra一
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tion　in　which　Turko－Mongols　and　tranians　interacted　with　each　other　played　a　vital

role血cross－cultur謎contac£between　them．

　　　　　Economic　Concepts　after　the　Sino－Japanese　War：

Kaneko　Kentaro’s　Kogyo　rikkoleu　leoso　and　the　Development

　　　　　of　the　Theory　of　lntroduction　of　Foreign　Capital

by

NAKAMoTO　Tal〈atoshi

　　In　this　study　1　analyze　1〈aneko　Kentaro’s　conception　of　the　nation　state　as　weil

his　conception　of　and　plan　for　the　economy　and　the　development　of　his　theory　of

the　introduction　of　foreign　capital　after　the　Sino－Japanese　War．　As　a　result，　it　has

become　cleai　that　Kaneko　had　advocated　a　“plEm　for　an　industrial　state”　after　the

Sino－Japanese　War　with　the　U．1〈．　serving　as　the　ultimate　goal，　but　with　the　dis－

patch　of　forces　to　police　newly　opened　ports　in　China　as　a　turning　point，　Kaneko

proposed　actively　purs血g　specia至priv妊eges　and　rights　with血Chhla　and　exporting

1ndustrial　products　as　part　of　the　plan　of“expo血lg　to　Ching　markets．”

　　1　also　argue　in　this　study　how　Kaneko’s　“plan　for　aR　industrial　state”　was　fuirther

developed　due　to　the　firiancial　depression　foliowing　the　Sino－Japanese　War　Emd　de－

monstrate　how，　in　addition　to　“export　to　Chnese　markets，”　he　adopted　an　econo－

rnic　plan　to　alleviate　capital　shortages　by　introducing　foreign　capital．　Combined

with　his　“plari　for　an　industrial　state，”　its　major　airn　was　to　establish　“global　indus一

面a丘zadon”by　expanding　large－scale　fbreign　trade　and　mechanical血dustria五zation

and　the　development　of　an　industrial　bank　to　maintain　infrastructure．　Moreover，　I

emphasize　the　fact　that　the　airn　of　developing　an　“industrialized　world”　by　the　ac－

tive　import　of　foreigti　capital　dffered　from　the　mairistream　of　the　Mmistry　of　Fi－

nance，　and　that　Kaneko’s　economic　policy　assumed　that　the　growth　of　the　private

economy　should　be　the　first　priority．
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